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○
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
三
号

不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
地
階
を
除
く

階
数
が
十
一
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
屋
上
に
設
け
る
冷
却
塔
設
備
の
防
火
上
支
障
の
な
い
構
造
方
法
、
建
築
物
の
他
の

部
分
ま
で
の
距
離
及
び
建
築
物
の
他
の
部
分
の
温
度
を
定
め
る
件
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

令
和
元
年
六
月
二
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

地
階
を
除
く
階
数
が
十
一
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
屋
上
に
設
け
る
冷
却
塔
設
備
の
防
火
上
支
障
の
な
い
構
造
方

法
、
建
築
物
の
他
の
部
分
ま
で
の
距
離
及
び
建
築
物
の
他
の
部
分
の
温
度
を
定
め
る
件
等
の
一
部
を
改
正
す
る

告
示

（
地
階
を
除
く
階
数
が
十
一
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
屋
上
に
設
け
る
冷
却
塔
設
備
の
防
火
上
支
障
の
な
い
構
造
方
法

、
建
築
物
の
他
の
部
分
ま
で
の
距
離
及
び
建
築
物
の
他
の
部
分
の
温
度
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
階
を
除
く
階
数
が
十
一
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
屋
上
に
設
け
る
冷
却
塔
設
備
の
防
火
上
支
障
の
な
い
構
造

方
法
、
建
築
物
の
他
の
部
分
ま
で
の
距
離
及
び
建
築
物
の
他
の
部
分
の
温
度
を
定
め
る
件
（
昭
和
四
十
年
建
設
省
告

示
第
三
千
四
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
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定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
九
条
の
二
の
六

第
一

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
九
条
の
二
の
六

第
一
号
に
規
定
す
る
冷
却
塔
設
備
の
防
火
上
支
障
が
な
い
構
造
方
法
は
、
次
の
各

第
一
号
に
規
定
す
る
冷
却
塔
設
備
の
防
火
上
支
障
が
な
い
構
造
方
法
は
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

充
て
ん
材
を
硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
、
難
燃
処
理
し
た
木
材
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同

一

充
て
ん
材
を
硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
、
難
燃
処
理
し
た
木
材
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同

等
以
上
の
難
燃
性
を
有
す
る
材
料
（
以
下
「
難
燃
性
の
材
料
」
と
い
う
。
）
と

等
以
上
の
難
燃
性
を
有
す
る
材
料
（
以
下
「
難
燃
性
の
材
料
」
と
い
う
。
）
と

し
、
ケ
ー
シ
ン
グ
（
下
部
水
槽
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
難
燃
材
料
又
は
強

し
、
ケ
ー
シ
ン
グ
（
下
部
水
槽
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
難
燃
材
料
又
は
強

化
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
板
、
硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
板
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
一
三
二
一
（

化
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
板
、
硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
板
（
日
本
工
業
規
格
Ａ
一
三
二
一
（

建
築
物
の
内
装
材
料
及
び
工
法
の
難
燃
性
試
験
方
法
）
―
一
九
九
四
に
規
定
す

建
築
物
の
内
装
材
料
及
び
工
法
の
難
燃
性
試
験
方
法
）
―
一
九
九
四
に
規
定
す

る
難
燃
三
級
の
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
加
熱
に
よ
る
変
形
性
、
燃
焼
性
及

る
難
燃
三
級
の
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
加
熱
に
よ
る
変
形
性
、
燃
焼
性
及

び
排
気
温
度
特
性
に
つ
い
て
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
防
火
性
能
を
有
す
る
材
料

び
排
気
温
度
特
性
に
つ
い
て
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
防
火
性
能
を
有
す
る
材
料

（
以
下
「
難
燃
材
料
に
準
ず
る
材
料
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
で
造
り
、
そ

（
以
下
「
難
燃
材
料
に
準
ず
る
材
料
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
で
造
り
、
そ

の
他
の
主
要
な
部
分
を
準
不
燃
材
料
で
造
つ
た
も
の

の
他
の
主
要
な
部
分
を
準
不
燃
材
料
で
造
つ
た
も
の

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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（
処
理
対
象
人
員
の
算
定
方
法
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
条

処
理
対
象
人
員
の
算
定
方
法
を
定
め
る
件
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
告
示
第
三
千
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

処
理
対
象
人
員
の
算
定
方
式
は
、
日
本
産
業
規
格
「
建
築
物
の
用
途
別
に
よ
る
屎

処
理
対
象
人
員
の
算
定
方
式
は
、
日
本
工
業
規
格
「
建
築
物
の
用
途
別
に
よ
る
屎

し

し

尿
浄
化
槽
の
処
理
対
象
人
員
算
定
基
準
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ａ
三
三
〇
二
）
」
に
定
め
る
と
こ

尿
浄
化
槽
の
処
理
対
象
人
員
算
定
基
準
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ａ
三
三
〇
二
）
」
に
定
め
る
と
こ

そ
う

そ
う

ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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（
非
常
用
の
照
明
装
置
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
三
条

非
常
用
の
照
明
装
置
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
（
昭
和
四
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
八
百
三
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

照
明
器
具

第
一

照
明
器
具

一

照
明
器
具
は
、
耐
熱
性
及
び
即
時
点
灯
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
イ

一

照
明
器
具
は
、
耐
熱
性
及
び
即
時
点
灯
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
イ

か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
ン
プ
（
次
の

又
は

に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ

Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
ン
プ
（
次
の

又
は

に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

（1）

（2）

（1）

（2）

日
本
産
業
規
格
Ｃ
八
一
五
九
―
一
（
一
般
照
明
用
Ｇ
Ｘ
一
六
ｔ
―
五
口

日
本
工
業
規
格
Ｃ
八
一
五
九
―
一
（
一
般
照
明
用
Ｇ
Ｘ
一
六
ｔ
―
五
口

（1）

（1）

金
付
直
管
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
ン
プ
―
第
一
部
：
安
全
仕
様
）
―
二
〇
一
三
に
規
定

金
付
直
管
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
ン
プ
―
第
一
部
：
安
全
仕
様
）
―
二
〇
一
三
に
規
定

す
る
Ｇ
Ｘ
一
六
ｔ
―
五
口
金
付
直
管
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
ン
プ
を
用
い
る
も
の
（
そ

す
る
Ｇ
Ｘ
一
六
ｔ
―
五
口
金
付
直
管
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
ン
プ
を
用
い
る
も
の
（
そ

の
ソ
ケ
ッ
ト
の
材
料
が
フ
ェ
ノ
ー
ル
樹
脂
、
ポ
リ
ア
ミ
ド
樹
脂
、
ポ
リ
カ

の
ソ
ケ
ッ
ト
の
材
料
が
フ
ェ
ノ
ー
ル
樹
脂
、
ポ
リ
ア
ミ
ド
樹
脂
、
ポ
リ
カ

ー
ボ
ネ
ー
ト
樹
脂
、
ポ
リ
フ
ェ
ニ
レ
ン
サ
ル
フ
ァ
イ
ド
樹
脂
、
ポ
リ
ブ
チ

ー
ボ
ネ
ー
ト
樹
脂
、
ポ
リ
フ
ェ
ニ
レ
ン
サ
ル
フ
ァ
イ
ド
樹
脂
、
ポ
リ
ブ
チ

レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
樹
脂
、
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
樹
脂
、
メ
ラ
ミ
ン
樹
脂

レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
樹
脂
、
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
樹
脂
、
メ
ラ
ミ
ン
樹
脂

、
メ
ラ
ミ
ン
フ
ェ
ノ
ー
ル
樹
脂
又
は
ユ
リ
ア
樹
脂
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

、
メ
ラ
ミ
ン
フ
ェ
ノ
ー
ル
樹
脂
又
は
ユ
リ
ア
樹
脂
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

）

）

日
本
産
業
規
格
Ｃ
八
一
五
四
（
一
般
照
明
用
Ｌ
Ｅ
Ｄ
モ
ジ
ュ
ー
ル
―
安

日
本
工
業
規
格
Ｃ
八
一
五
四
（
一
般
照
明
用
Ｌ
Ｅ
Ｄ
モ
ジ
ュ
ー
ル
―
安

（2）

（2）

全
仕
様
）
―
二
〇
一
五
に
規
定
す
る
Ｌ
Ｅ
Ｄ
モ
ジ
ュ
ー
ル
で
難
燃
材
料
で

全
仕
様
）
―
二
〇
一
五
に
規
定
す
る
Ｌ
Ｅ
Ｄ
モ
ジ
ュ
ー
ル
で
難
燃
材
料
で

覆
わ
れ
た
も
の
を
用
い
、
か
つ
、
口
金
を
有
し
な
い
も
の
（
そ
の
接
続
端

覆
わ
れ
た
も
の
を
用
い
、
か
つ
、
口
金
を
有
し
な
い
も
の
（
そ
の
接
続
端

子
部
（
当
該
Ｌ
Ｅ
Ｄ
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
受
け
口
を
い
う
。
第
三
号
ロ
に
お
い

子
部
（
当
該
Ｌ
Ｅ
Ｄ
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
受
け
口
を
い
う
。
第
三
号
ロ
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
材
料
が
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
、
銅
、
銅
合
金
、
フ
ェ
ノ
ー
ル
樹

て
同
じ
。
）
の
材
料
が
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
、
銅
、
銅
合
金
、
フ
ェ
ノ
ー
ル
樹

脂
、
不
飽
和
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
樹
脂
、
芳
香
族
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
樹
脂
、
ポ
リ

脂
、
不
飽
和
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
樹
脂
、
芳
香
族
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
樹
脂
、
ポ
リ

ア
ミ
ド
樹
脂
、
ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト
樹
脂
、
ポ
リ
フ
ェ
ニ
レ
ン
サ
ル
フ
ァ

ア
ミ
ド
樹
脂
、
ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト
樹
脂
、
ポ
リ
フ
ェ
ニ
レ
ン
サ
ル
フ
ァ

イ
ド
樹
脂
、
ポ
リ
フ
タ
ル
ア
ミ
ド
樹
脂
、
ポ
リ
ブ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー

イ
ド
樹
脂
、
ポ
リ
フ
タ
ル
ア
ミ
ド
樹
脂
、
ポ
リ
ブ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー

ト
樹
脂
、
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
樹
脂
、
メ
ラ
ミ
ン
樹
脂
、
メ
ラ
ミ
ン
フ
ェ
ノ

ト
樹
脂
、
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
樹
脂
、
メ
ラ
ミ
ン
樹
脂
、
メ
ラ
ミ
ン
フ
ェ
ノ

ー
ル
樹
脂
又
は
ユ
リ
ア
樹
脂
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

ー
ル
樹
脂
又
は
ユ
リ
ア
樹
脂
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）



- 8 -

（
屋
根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
四
条

屋
根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
（
昭
和
四
十
六
年
建
設
省
告
示

第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
三

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
は
、
次

第
三

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
は
、
次

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

鉄
網
モ
ル
タ
ル
塗
の
帳
壁
に
使
用
す
る
ラ
ス
シ
ー
ト
、
ワ
イ
ヤ
ラ
ス
又
は
メ

三

鉄
網
モ
ル
タ
ル
塗
の
帳
壁
に
使
用
す
る
ラ
ス
シ
ー
ト
、
ワ
イ
ヤ
ラ
ス
又
は
メ

タ
ル
ラ
ス
は
、
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ａ
五
五
二
四

タ
ル
ラ
ス
は
、
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ａ
五
五
二
四

（
ラ
ス
シ
ー
ト
（
角
波
亜
鉛
鉄
板
ラ
ス
）
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ａ
五
五
〇

（
ラ
ス
シ
ー
ト
（
角
波
亜
鉛
鉄
板
ラ
ス
）
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ａ
五
五
〇

四
（
ワ
イ
ヤ
ラ
ス
）
―
一
九
九
四
又
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ａ
五
五
〇
五
（
メ
タ
ル
ラ
ス
）

四
（
ワ
イ
ヤ
ラ
ス
）
―
一
九
九
四
又
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ａ
五
五
〇
五
（
メ
タ
ル
ラ
ス
）

―
一
九
九
五
に
そ
れ
ぞ
れ
適
合
す
る
か
、
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
性
能
を

―
一
九
九
五
に
そ
れ
ぞ
れ
適
合
す
る
か
、
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
性
能
を

有
す
る
こ
と
と
し
、
か
つ
、
間
柱
又
は
胴
縁
そ
の
他
の
下
地
材
に
緊
結
す
る
こ

有
す
る
こ
と
と
し
、
か
つ
、
間
柱
又
は
胴
縁
そ
の
他
の
下
地
材
に
緊
結
す
る
こ

と
。

と
。

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）
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（
現
場
打
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
型
わ
く
及
び
支
柱
の
取
り
外
し
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
五
条

現
場
打
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
型
わ
く
及
び
支
柱
の
取
り
外
し
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
四
十
六
年
建
設
省
告
示
第

百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

せ
き
板
及
び
支
柱
の
存
置
期
間
は
、
建
築
物
の
部
分
、
セ
メ
ン
ト
の
種
類
及
び

第
一

せ
き
板
及
び
支
柱
の
存
置
期
間
は
、
建
築
物
の
部
分
、
セ
メ
ン
ト
の
種
類
及
び

荷
重
の
状
態
並
び
に
気
温
又
は
養
生
温
度
に
応
じ
て
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

荷
重
の
状
態
並
び
に
気
温
又
は
養
生
温
度
に
応
じ
て
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き

、
せ
き
板
及
び
支
柱
の
存
置
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
当
該
存
置
期

、
せ
き
板
及
び
支
柱
の
存
置
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
当
該
存
置
期

間
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

間
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

せ
き
板
は
、
別
表

欄
に
掲
げ
る
存
置
日
数
以
上
経
過
す
る
ま
で
又
は
次
の

一

せ
き
板
は
、
別
表

欄
に
掲
げ
る
存
置
日
数
以
上
経
過
す
る
ま
で
又
は
次
の

（ろ）

（ろ）

イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
求
め
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度
が
同
表

イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
求
め
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度
が
同
表

欄
に
掲
げ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
強
度
以
上
に
な
る
ま
で
取
り
外
さ
な
い

欄
に
掲
げ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
強
度
以
上
に
な
る
ま
で
取
り
外
さ
な
い

（は）

（は）

こ
と
。

こ
と
。

イ

日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ａ
一
一
〇
八
（
コ
ン
ク
リ

イ

日
本
工
業
規
格
Ａ
一
一
〇
八
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
強
度
試
験
方
法
）
―

ー
ト
の
圧
縮
強
度
試
験
方
法
）
―
二
〇
一
二
に
よ
る
こ
と
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

二
〇
一
二
に
よ
る
こ
と
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
強
度
試
験
に
用
い
る
供
試
体

圧
縮
強
度
試
験
に
用
い
る
供
試
体
が
現
場
水
中
養
生
、
現
場
封
か
ん
養
生
又
は

が
現
場
水
中
養
生
、
現
場
封
か
ん
養
生
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
養
生
を
行
つ
た

こ
れ
ら
に
類
す
る
養
生
を
行
つ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

ロ

次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
す
る
こ
と
。

ロ

次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
す
る
こ
と
。

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

及
び

は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

及
び

は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す

efct

s

et

0t

c28f

efct

s

et

0t

c28f

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
強
度
（
単
位

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
強
度
（
単
位

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

efct

efct

ニ
ュ
ー
ト
ン
）

ニ
ュ
ー
ト
ン
）

セ
メ
ン
ト
の
種
類
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値

セ
メ
ン
ト
の
種
類
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値

s

s

セ
メ
ン
ト
の
種
類

数
値

セ
メ
ン
ト
の
種
類

数
値

普
通
ポ
ル
ト
ラ
ン
ド
セ
メ
ン
ト

〇
・
三
一

普
通
ポ
ル
ト
ラ
ン
ド
セ
メ
ン
ト

〇
・
三
一
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早
強
ポ
ル
ト
ラ
ン
ド
セ
メ
ン
ト

〇
・
二
一

早
強
ポ
ル
ト
ラ
ン
ド
セ
メ
ン
ト

〇
・
二
一

中
庸
熱
ポ
ル
ト
ラ
ン
ド
セ
メ
ン
ト

〇
・
六
〇

中
庸
熱
ポ
ル
ト
ラ
ン
ド
セ
メ
ン
ト

〇
・
六
〇

低
熱
ポ
ル
ト
ラ
ン
ド
セ
メ
ン
ト

一
・
〇
六

低
熱
ポ
ル
ト
ラ
ン
ド
セ
メ
ン
ト

一
・
〇
六

高
炉
セ
メ
ン
ト
Ｂ
種
及
び
高
炉
セ
メ
ン
ト
Ｃ
種

〇
・
五
四

高
炉
セ
メ
ン
ト
Ｂ
種
及
び
高
炉
セ
メ
ン
ト
Ｃ
種

〇
・
五
四

フ
ラ
イ
ア
ッ
シ
ュ
セ
メ
ン
ト
Ｂ
種
及
び
フ
ラ
イ
ア

〇
・
五
八

フ
ラ
イ
ア
ッ
シ
ュ
セ
メ
ン
ト
Ｂ
種
及
び
フ
ラ
イ
ア

〇
・
五
八

ッ
シ
ュ
セ
メ
ン
ト
Ｃ
種

ッ
シ
ュ
セ
メ
ン
ト
Ｃ
種

次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
し
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
有
効
材
齢
（
単
位

日

次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
し
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
有
効
材
齢
（
単
位

日

et

et

）

）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も

Δti

Ti

0T

Δti

Ti

0T

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（

）
回
目
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
温
度
の
測
定
（
以
下
単

（

）
回
目
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
温
度
の
測
定
（
以
下
単

ⅰ
－
１

ⅰ
－
１

Δti

Δti

に
「
測
定
」
と
い
う
。
）
か
ら

回
目
の
測
定
ま
で
の
期
間
（
単

に
「
測
定
」
と
い
う
。
）
か
ら

回
目
の
測
定
ま
で
の
期
間
（
単

ⅰ
ⅰ

位

時
間
）

位

時
間
）

回
目
の
測
定
に
よ
り
得
ら
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
温
度
（
単

回
目
の
測
定
に
よ
り
得
ら
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
温
度
（
単

ⅰ
ⅰ

Ti

Ti

位

摂
氏
度
）

位

摂
氏
度
）

一
（
単
位

摂
氏
度
）

一
（
単
位

摂
氏
度
）

0T

0T

一
（
単
位

日
）

一
（
単
位

日
）

0t

0t

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
五
三
〇
八
（
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
）
―
二

日
本
工
業
規
格
Ａ
五
三
〇
八
（
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
）

c28f

c28f

〇
一
九
に
規
定
す
る
呼
び
強
度
の
強
度
値
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

―
二
〇
一
九
に
規
定
す
る
呼
び
強
度
の
強
度
値
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二

年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
三
十
七
条
第
二
号
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を

十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
三
十
七
条
第
二
号
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
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受
け
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
あ
つ
て
は
、
設
計
基
準
強
度
に
当
該
認
定
に
お

定
を
受
け
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
あ
つ
て
は
、
設
計
基
準
強
度
に
当
該
認
定

い
て
指
定
さ
れ
た
構
造
体
強
度
補
正
値
を
加
え
た
値
）
（
単
位

一
平
方

に
お
い
て
指
定
さ
れ
た
構
造
体
強
度
補
正
値
を
加
え
た
値
）
（
単
位

一

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

二

支
柱
は
、
別
表

欄
に
掲
げ
る
存
置
日
数
以
上
経
過
す
る
ま
で
取
り
外
さ
な

二

支
柱
は
、
別
表

欄
に
掲
げ
る
存
置
日
数
以
上
経
過
す
る
ま
で
取
り
外
さ
な

(ろ)

(ろ)

い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
求
め
た
コ
ン
ク
リ
ー

い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
求
め
た
コ
ン
ク
リ
ー

ト
の
強
度
が
、
同
表

欄
に
掲
げ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
強
度
以
上
又
は
一

ト
の
強
度
が
、
同
表

欄
に
掲
げ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
強
度
以
上
又
は
一

(は)

(は)

平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
二
ニ
ュ
ー
ト
ン
（
軽
量
骨
材
を
使
用
す
る
場
合
に

平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
二
ニ
ュ
ー
ト
ン
（
軽
量
骨
材
を
使
用
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
九
ニ
ュ
ー
ト
ン
）
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
施
工
中
の
荷
重
及
び
外
力

お
い
て
は
、
九
ニ
ュ
ー
ト
ン
）
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
施
工
中
の
荷
重
及
び
外
力

に
よ
つ
て
著
し
い
変
形
又
は
亀
裂
が
生
じ
な
い
こ
と
が
構
造
計
算
に
よ
り
確
か
め

に
よ
つ
て
著
し
い
変
形
又
は
亀
裂
が
生
じ
な
い
こ
と
が
構
造
計
算
に
よ
り
確
か
め

ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
一
一
〇
七
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
の
コ
ア
の
採
取
方
法
及
び
圧

ロ

日
本
工
業
規
格
Ａ
一
一
〇
七
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
の
コ
ア
の
採
取
方
法
及

縮
強
度
試
験
方
法
）
―
二
〇
一
二
の
圧
縮
強
度
試
験
に
よ
る
こ
と
（
コ
ン
ク
リ

び
圧
縮
強
度
試
験
方
法
）
―
二
〇
一
二
の
圧
縮
強
度
試
験
に
よ
る
こ
と
（
コ
ン

ー
ト
の
圧
縮
強
度
試
験
に
用
い
る
供
試
体
が
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
切
り
取
つ

ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
強
度
試
験
に
用
い
る
供
試
体
が
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
切
り

た
コ
ア
供
試
体
又
は
こ
れ
に
類
す
る
強
度
に
関
す
る
特
性
を
有
す
る
供
試
体
で

取
つ
た
コ
ア
供
試
体
又
は
こ
れ
に
類
す
る
強
度
に
関
す
る
特
性
を
有
す
る
供
試

あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

体
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。
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（
非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
及
び
そ
の
出
入
口
の
寸
法
並
び
に
か
ご
の
積
載
荷
重
の
数
値
を
定
め
る
日
本
工
業

規
格
を
指
定
す
る
件
の
一
部
改
正
）

第
六
条

非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
及
び
そ
の
出
入
口
の
寸
法
並
び
に
か
ご
の
積
載
荷
重
の
数
値
を
定
め
る
日
本

工
業
規
格
を
指
定
す
る
件
（
昭
和
四
十
六
年
建
設
省
告
示
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
二
十
九
条

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
二
十
九
条

の
十
三
の
三
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
籠
及
び
そ
の
出

の
十
三
の
三
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
及
び
そ
の

入
口
の
寸
法
並
び
に
籠
の
積
載
荷
重
の
数
値
を
定
め
る
日
本
産
業
規
格
を
次
の
よ
う

出
入
口
の
寸
法
並
び
に
か
ご
の
積
載
荷
重
の
数
値
を
定
め
る
日
本
工
業
規
格
を
次
の

に
指
定
す
る
。

よ
う
に
指
定
す
る
。

日
本
産
業
規
格
Ａ
四
三
〇
一
（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
及
び
昇
降
路
の
寸
法
）
（

日
本
工
業
規
格
Ａ
四
三
〇
一
（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
及
び
昇
降
路
の
寸
法
）
（

昭
和
四
十
五
年
改
正
）
の
う
ち
Ｅ
―

―

に
関
す
る
部
分

昭
和
四
十
五
年
改
正
）
の
う
ち
Ｅ
―

―

に
関
す
る
部
分

17

CO

17

CO
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（
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
な
構
造
計
算
の
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
七
条

建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
な
構
造
計
算
の
基
準
を
定
め
る
件
（
昭
和
五
十

五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
二

鉄
骨
造
の
建
築
物
等
に
関
す
る
基
準

第
二

鉄
骨
造
の
建
築
物
等
に
関
す
る
基
準

鉄
骨
造
の
建
築
物
又
は
鉄
骨
造
と
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
に
つ

鉄
骨
造
の
建
築
物
又
は
鉄
骨
造
と
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
に
つ

い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。

い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

冷
間
成
形
に
よ
り
加
工
し
た
角
形
鋼
管
（
厚
さ
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

三

冷
間
成
形
に
よ
り
加
工
し
た
角
形
鋼
管
（
厚
さ
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
角
形
鋼
管
」
と
い
う
。
）
を
構
造

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
角
形
鋼
管
」
と
い
う
。
）
を
構
造

耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
に
用
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
構

耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
に
用
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
構

造
計
算
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
、

造
計
算
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
、

角
形
鋼
管
に
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
急
激
な
耐
力
の
低
下
を
生
ず
る
お
そ
れ

角
形
鋼
管
に
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
急
激
な
耐
力
の
低
下
を
生
ず
る
お
そ
れ

の
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
角
形
鋼
管
を
用
い
た
柱
が
一
階
の
柱
で

ロ

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
角
形
鋼
管
を
用
い
た
柱
が
一
階
の
柱
で

あ
り
、
か
つ
、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
四
六
六
（
一
般
構
造
用
角
形
鋼
管
）
―

あ
り
、
か
つ
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
六
六
（
一
般
構
造
用
角
形
鋼
管
）
―

二
〇
〇
六
に
適
合
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
ほ
か
、
地
震
時
に

二
〇
〇
六
に
適
合
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
ほ
か
、
地
震
時
に

当
該
柱
の
脚
部
に
生
ず
る
力
に
一
・
四
（
柱
及
び
は
り
の
接
合
部
の
構
造
方

当
該
柱
の
脚
部
に
生
ず
る
力
に
一
・
四
（
柱
及
び
は
り
の
接
合
部
の
構
造
方

法
を
内
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム
形
式
（
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム
を
落
と
し
込
む
形
式
と
し
た

法
を
内
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム
形
式
（
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム
を
落
と
し
込
む
形
式
と
し
た

も
の
を
除
く
。
）
と
し
た
場
合
は
一
・
三
）
以
上
の
数
値
を
乗
じ
て
令
第
八

も
の
を
除
く
。
）
と
し
た
場
合
は
一
・
三
）
以
上
の
数
値
を
乗
じ
て
令
第
八

十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
し
た
場
合
に
当

十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
し
た
場
合
に
当

該
建
築
物
が
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

該
建
築
物
が
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）
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（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
四
十
六
条
第
四
項
表
一
㈠
項
か
ら
㈦
項
ま
で
に
掲
げ
る
軸
組
と
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す

る
軸
組
及
び
当
該
軸
組
に
係
る
倍
率
の
数
値
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
八
条

建
築
基
準
法
施
行
令
第
四
十
六
条
第
四
項
表
一
㈠
項
か
ら
㈦
項
ま
で
に
掲
げ
る
軸
組
と
同
等
以
上
の
耐
力
を

有
す
る
軸
組
及
び
当
該
軸
組
に
係
る
倍
率
の
数
値
を
定
め
る
件
（
昭
和
五
十
六
年
建
設
省
告
示
第
千
百
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

建
築
基
準
法
施
行
令(

以
下
「
令
」
と
い
う
。)

第
四
十
六
条
第
四
項
表
一
㈠

第
一

建
築
基
準
法
施
行
令(

以
下
「
令
」
と
い
う
。)

第
四
十
六
条
第
四
項
表
一
㈠

項
か
ら
㈦
項
ま
で
に
掲
げ
る
軸
組
と
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
軸
組
は
、
次
の

項
か
ら
㈦
項
ま
で
に
掲
げ
る
軸
組
と
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
軸
組
は
、
次
の

各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

厚
さ
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

二

厚
さ
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

木
材
を
三
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
柱
及
び
間
柱
並
び
に
は
り
、

木
材
を
三
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
柱
及
び
間
柱
並
び
に
は
り
、

け
た
、
土
台
そ
の
他
の
横
架
材
に
く
ぎ
（
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」

け
た
、
土
台
そ
の
他
の
横
架
材
に
く
ぎ
（
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」

と
い
う
。
）
Ａ
五
五
〇
八
―
一
九
七
五
（
鉄
丸
く
ぎ
）
に
定
め
る
Ｎ
五
〇
又
は

と
い
う
。
）
Ａ
五
五
〇
八
―
一
九
七
五
（
鉄
丸
く
ぎ
）
に
定
め
る
Ｎ
五
〇
又
は

こ
れ
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
た
胴
縁
に

こ
れ
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
た
胴
縁
に

、
別
表
第
一

欄
に
掲
げ
る
材
料
を
く
ぎ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
五
五
〇
八
―
一
九
七

、
別
表
第
一

欄
に
掲
げ
る
材
料
を
く
ぎ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
五
五
〇
八
―
一
九
七

(い)

(い)

五
（
鉄
丸
く
ぎ
）
に
定
め
る
Ｎ
三
二
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る

五
（
鉄
丸
く
ぎ
）
に
定
め
る
Ｎ
三
二
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る

も
の
に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
た
壁
（
く
ぎ
の
間
隔
が
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

も
の
に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
た
壁
（
く
ぎ
の
間
隔
が
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
軸
組

以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
軸
組

三
～
十
四

（
略
）

三
～
十
四

（
略
）
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（
設
計
基
準
強
度
と
の
関
係
に
お
い
て
安
全
上
必
要
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度
の
基
準
を
定
め
る
等
の
件
の
一
部
改

正
）

第
九
条

設
計
基
準
強
度
と
の
関
係
に
お
い
て
安
全
上
必
要
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度
の
基
準
を
定
め
る
等
の
件
（
昭

和
五
十
六
年
建
設
省
告
示
第
千
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
二

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度
を
求
め
る
強
度
試
験
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

第
二

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度
を
求
め
る
強
度
試
験
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一

日
本
産
業
規
格
Ａ
一
一
〇
八
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
強
度
試
験
方
法
）
―

一

日
本
工
業
規
格
Ａ
一
一
〇
八
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
強
度
試
験
方
法
）
―

二
〇
一
二

二
〇
一
二

二

日
本
産
業
規
格
Ａ
一
一
〇
七
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
の
コ
ア
及
び
は
り
の
切

二

日
本
工
業
規
格
Ａ
一
一
〇
七
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
の
コ
ア
及
び
は
り
の
切

取
り
方
法
及
び
強
度
試
験
方
法
）
―
二
〇
一
二
の
う
ち
コ
ア
の
強
度
試
験
方
法

取
り
方
法
及
び
強
度
試
験
方
法
）
―
二
〇
一
二
の
う
ち
コ
ア
の
強
度
試
験
方
法
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（
建
築
物
の
基
礎
の
構
造
方
法
及
び
構
造
計
算
の
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
十
条

建
築
物
の
基
礎
の
構
造
方
法
及
び
構
造
計
算
の
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
四

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

（
略
）

第
一

（
略
）

２

建
築
物
の
基
礎
を
基
礎
ぐ
い
を
用
い
た
構
造
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に

２

建
築
物
の
基
礎
を
基
礎
ぐ
い
を
用
い
た
構
造
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

基
礎
ぐ
い
の
構
造
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
か
、
又
は
こ
れ
ら
と
同

三

基
礎
ぐ
い
の
構
造
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
か
、
又
は
こ
れ
ら
と
同

等
以
上
の
支
持
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

等
以
上
の
支
持
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

高
強
度
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ぐ
い
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

ロ

高
強
度
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ぐ
い
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
日
本
産
業
規
格
Ａ
五
三
三
七
（
プ
レ
テ
ン
シ
ョ
ン
方
式
遠
心
力
高
強
度
プ

、
日
本
工
業
規
格
Ａ
五
三
三
七
（
プ
レ
テ
ン
シ
ョ
ン
方
式
遠
心
力
高
強
度
プ

レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
い
）
―
一
九
九
五
に
適
合
す
る
も
の
と
す

レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
い
）
―
一
九
九
五
に
適
合
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

ハ

遠
心
力
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ぐ
い
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
日
本
産
業

ハ

遠
心
力
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ぐ
い
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
日
本
工
業

規
格
Ａ
五
三
一
〇
（
遠
心
力
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
い
）
―
一
九
九
五
に
適

規
格
Ａ
五
三
一
〇
（
遠
心
力
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
い
）
―
一
九
九
五
に
適

合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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（
特
殊
な
構
造
又
は
使
用
形
態
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

特
殊
な
構
造
又
は
使
用
形
態
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
（
平
成

十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
九
条
の
三
第
二

第
一

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
九
条
の
三
第
二

項
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用
し
な
い
特
殊
な
構
造
又
は
使
用
形
態
の
エ
レ
ベ

項
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用
し
な
い
特
殊
な
構
造
又
は
使
用
形
態
の
エ
レ
ベ

ー
タ
ー
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

ー
タ
ー
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
号
か
ら
第

該
各
号
に
定
め
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
号
か
ら
第

十
号
ま
で
に
掲
げ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規

十
号
ま
で
に
掲
げ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規

定
、
非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第

定
、
非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第

十
号
ま
で
の
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
し
な
い
。

十
号
ま
で
の
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
し
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

機
械
室
を
有
し
な
い
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

令
第
百
二
十
九
条
の
六
、
第
百
二
十

三

機
械
室
を
有
し
な
い
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

令
第
百
二
十
九
条
の
六
、
第
百
二
十

九
条
の
七
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
百
二
十
九
条
の
八
第
二
項
第
二
号
、

九
条
の
七
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
百
二
十
九
条
の
八
第
二
項
第
二
号
、

第
百
二
十
九
条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
三

第
百
二
十
九
条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
三

第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次

第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次

に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
適
合
す
る
も
の
に
あ
っ
て

に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
適
合
す
る
も
の
に
あ
っ
て

は
令
第
百
二
十
九
条
の
六
第
一
号
及
び
第
四
号
の
規
定
、
第
二
号
に
適
合
す
る

は
令
第
百
二
十
九
条
の
六
第
一
号
及
び
第
四
号
の
規
定
、
第
二
号
に
適
合
す
る

も
の
に
あ
っ
て
は
令
第
百
二
十
九
条
の
七
第
一
号
の
規
定
、
第
四
号
又
は
第
五

も
の
に
あ
っ
て
は
令
第
百
二
十
九
条
の
七
第
一
号
の
規
定
、
第
四
号
又
は
第
五

号
に
適
合
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
令
第
百
二
十
九
条
の
十
第
三
項
第
二
号
の
規

号
に
適
合
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
令
第
百
二
十
九
条
の
十
第
三
項
第
二
号
の
規

定
、
第
六
号
に
適
合
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
令
第
百
二
十
九
条
の
十
第
三
項
第

定
、
第
六
号
に
適
合
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
令
第
百
二
十
九
条
の
十
第
三
項
第

四
号
イ
の
規
定
、
非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
以
外
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は

四
号
イ
の
規
定
、
非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
以
外
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は

令
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
三
の
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
し
な
い
。

令
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
三
の
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
し
な
い
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
駆
動
装
置
及
び
制
御
器
（
以
下
こ

ハ

非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
駆
動
装
置
及
び
制
御
器
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
駆
動
装
置
等
」
と
い
う
。
）
は
、
昇
降
路
内
（
籠
が
停
止

の
号
に
お
い
て
「
駆
動
装
置
等
」
と
い
う
。
）
は
、
昇
降
路
内
（
籠
が
停
止

す
る
最
下
階
の
床
面
よ
り
上
方
に
限
る
。
）
に
設
け
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に

す
る
最
下
階
の
床
面
よ
り
上
方
に
限
る
。
）
に
設
け
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
駆
動
装
置
等
を
籠
が
停
止
す
る
最
上
階
の
床
面
よ
り
下
方
に

お
い
て
、
当
該
駆
動
装
置
等
を
籠
が
停
止
す
る
最
上
階
の
床
面
よ
り
下
方
に

設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
駆
動
装
置
等
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
〇
九

設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
駆
動
装
置
等
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｃ
〇
九

二
〇
（
電
気
機
械
器
具
の
外
郭
に
よ
る
保
護
等
級
（
Ｉ
Ｐ
コ
ー
ド
）
）
―
二

二
〇
（
電
気
機
械
器
具
の
外
郭
に
よ
る
保
護
等
級
（
Ｉ
Ｐ
コ
ー
ド
）
）
―
二

〇
〇
三
に
規
定
す
る
Ｉ
Ｐ
Ｘ
二
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の

〇
〇
三
に
規
定
す
る
Ｉ
Ｐ
Ｘ
二
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
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防
水
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

防
水
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

ニ
～
チ

（
略
）

ニ
～
チ

（
略
）

四
～
十

（
略
）

四
～
十

（
略
）
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（
遊
戯
施
設
の
構
造
耐
力
上
安
全
な
構
造
方
法
及
び
構
造
計
算
、
遊
戯
施
設
強
度
検
証
法
の
対
象
と
な
る
遊
戯
施
設

、
遊
戯
施
設
強
度
検
証
法
並
び
に
遊
戯
施
設
の
周
囲
の
人
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
方
法
を
定
め
る

件
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

遊
戯
施
設
の
構
造
耐
力
上
安
全
な
構
造
方
法
及
び
構
造
計
算
、
遊
戯
施
設
強
度
検
証
法
の
対
象
と
な
る
遊

戯
施
設
、
遊
戯
施
設
強
度
検
証
法
並
び
に
遊
戯
施
設
の
周
囲
の
人
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
方
法
を

定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
六

遊
戯
施
設
強
度
検
証
法
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

第
六

遊
戯
施
設
強
度
検
証
法
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

イ
に
掲
げ
る
主
索
及
び
そ
の
端
部
に
つ
い
て
の
令
第
百
四
十
四
条
第
二
項
に

三

イ
に
掲
げ
る
主
索
及
び
そ
の
端
部
に
つ
い
て
の
令
第
百
四
十
四
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
十
九
条
の
四
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
常
時
及
び

お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
十
九
条
の
四
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
常
時
及
び

安
全
装
置
作
動
時
の
設
置
時
及
び
使
用
時
の
安
全
率
（
以
下
「
安
全
率
」
と
い

安
全
装
置
作
動
時
の
設
置
時
及
び
使
用
時
の
安
全
率
（
以
下
「
安
全
率
」
と
い

う
。
）
は
、
ロ
に
定
め
る
数
値
と
し
、
第
百
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

う
。
）
は
、
ロ
に
定
め
る
数
値
と
し
、
第
百
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
百
二
十
九
条
の
四
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
設
置
時
及
び
使
用
時
の

す
る
第
百
二
十
九
条
の
四
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
設
置
時
及
び
使
用
時
の

限
界
安
全
率
（
以
下
「
限
界
安
全
率
」
と
い
う
。
）
は
、
ハ
に
定
め
る
数
値
と

限
界
安
全
率
（
以
下
「
限
界
安
全
率
」
と
い
う
。
）
は
、
ハ
に
定
め
る
数
値
と

す
る
。

す
る
。

イ

主
索
及
び
そ
の
端
部
並
び
に
綱
車
又
は
巻
胴
の
直
径
は
、
次
に
掲
げ
る
も

イ

主
索
及
び
そ
の
端
部
並
び
に
綱
車
又
は
巻
胴
の
直
径
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

の
で
あ
る
こ
と
。

主
索
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
三
十

主
索
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
三
十

（1）

（1）

七
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
日
本
産
業
規
格
に
適
合
す
る

七
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
日
本
工
業
規
格
に
適
合
す
る

も
の
又
は
同
条
第
二
号
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の

も
の
又
は
同
条
第
二
号
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の

と
す
る
こ
と
。

と
す
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（2）

（4）

（2）

（4）

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）
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（
雷
撃
に
よ
っ
て
生
ず
る
電
流
を
建
築
物
に
被
害
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
安
全
に
地
中
に
流
す
こ
と
が
で
き
る
避
雷
設

備
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

雷
撃
に
よ
っ
て
生
ず
る
電
流
を
建
築
物
に
被
害
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
安
全
に
地
中
に
流
す
こ
と
が
で
き
る

避
雷
設
備
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

雷
撃
に
よ
っ
て
生
ず
る
電
流
を
建
築
物
に
被
害
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
安
全
に
地
中

雷
撃
に
よ
っ
て
生
ず
る
電
流
を
建
築
物
に
被
害
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
安
全
に
地
中

に
流
す
こ
と
が
で
き
る
避
雷
設
備
の
構
造
方
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
四
二
〇
一
（

に
流
す
こ
と
が
で
き
る
避
雷
設
備
の
構
造
方
法
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
四
二
〇
一
（

建
築
物
等
の
雷
保
護
）
―
二
〇
〇
三
に
規
定
す
る
外
部
雷
保
護
シ
ス
テ
ム
に
適
合
す

建
築
物
等
の
雷
保
護
）
―
二
〇
〇
三
に
規
定
す
る
外
部
雷
保
護
シ
ス
テ
ム
に
適
合
す

る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

附

則

附

則

一

（
略
）

一

（
略
）

二

改
正
後
の
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
二
十
五
号
の
規
定
の
適
用
に

二

改
正
後
の
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
二
十
五
号
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
四
二
〇
一
（
建
築
物
等
の
避
雷
設
備
（
避
雷
針

つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
四
二
〇
一
（
建
築
物
等
の
避
雷
設
備
（
避
雷
針

）
）
―
一
九
九
二
に
適
合
す
る
構
造
の
避
雷
設
備
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
四
二

）
）
―
一
九
九
二
に
適
合
す
る
構
造
の
避
雷
設
備
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
四
二

〇
一
（
建
築
物
等
の
雷
保
護
）
―
二
〇
〇
三
に
規
定
す
る
外
部
雷
保
護
シ
ス
テ

〇
一
（
建
築
物
等
の
雷
保
護
）
―
二
〇
〇
三
に
規
定
す
る
外
部
雷
保
護
シ
ス
テ

ム
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

ム
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。



- 31 -

（
防
火
上
支
障
の
な
い
外
壁
及
び
屋
根
の
構
造
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

防
火
上
支
障
の
な
い
外
壁
及
び
屋
根
の
構
造
を
定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
四
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

外
壁
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
の
外

第
一

外
壁
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
の
外

壁
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
材
料
で
造
ら
れ
、
又
は
覆
わ

壁
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
材
料
で
造
ら
れ
、
又
は
覆
わ

れ
て
い
る
も
の

れ
て
い
る
も
の

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

床
面
積
が
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
特
定
開
放
的
簡
易
建
築
物
の
外
壁

三

床
面
積
が
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
特
定
開
放
的
簡
易
建
築
物
の
外
壁

の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部
分

次
に
定
め
る
材
料

の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部
分

次
に
定
め
る
材
料

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

ガ
ラ
ス
繊
維
織
物
又
は
ポ
リ
ア
ミ
ド
系
、
ポ
リ
ア
ラ
ミ
ド
系
、
ポ
リ
エ
ス

ハ

ガ
ラ
ス
繊
維
織
物
又
は
ポ
リ
ア
ミ
ド
系
、
ポ
リ
ア
ラ
ミ
ド
系
、
ポ
リ
エ
ス

テ
ル
系
若
し
く
は
ポ
リ
ビ
ニ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
系
の
繊
維
織
物
に
塩
化
ビ
ニ
ル

テ
ル
系
若
し
く
は
ポ
リ
ビ
ニ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
系
の
繊
維
織
物
に
塩
化
ビ
ニ
ル

樹
脂
、
ク
ロ
ロ
プ
レ
ン
ゴ
ム
、
ク
ロ
ロ
ス
ル
フ
ォ
ン
化
エ
チ
レ
ン
ゴ
ム
、
ふ

樹
脂
、
ク
ロ
ロ
プ
レ
ン
ゴ
ム
、
ク
ロ
ロ
ス
ル
フ
ォ
ン
化
エ
チ
レ
ン
ゴ
ム
、
ふ

っ
素
樹
脂
（
ガ
ラ
ス
繊
維
織
物
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
四
ふ
っ
化
エ
チ

っ
素
樹
脂
（
ガ
ラ
ス
繊
維
織
物
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
四
ふ
っ
化
エ
チ

レ
ン
樹
脂
を
除
く
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
表
面
処
理
し
た
も

レ
ン
樹
脂
を
除
く
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
表
面
処
理
し
た
も

の
で
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

の
で
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ａ
一
三
二
二
（
建
築

日
本
工
業
規
格
Ａ
一
三
二
二
（
建
築
物
薄
物
材
料
の
難
燃
性
試
験
方
法

（1）

（1）

物
薄
物
材
料
の
難
燃
性
試
験
方
法
）
に
規
定
す
る
防
炎
二
級
試
験
に
合
格

）
に
規
定
す
る
防
炎
二
級
試
験
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（2）

（2）

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

ホ

ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト
板
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ
六
七
一
九
（
ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト

ホ

ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト
板
（
日
本
工
業
規
格
Ｋ
六
七
一
九
（
ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ

成
形
材
料
）
及
び
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ
六
七
三
五
（
ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト
板
）
に
適

ー
ト
成
形
材
料
）
及
び
日
本
工
業
規
格
Ｋ
六
七
三
五
（
ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト

合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
、
厚
さ
が
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

板
）
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
、
厚
さ
が
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の

も
の

四

（
略
）

四

（
略
）

五

令
第
百
三
十
六
条
の
九
第
一
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建

五

令
第
百
三
十
六
条
の
九
第
一
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建

築
物
若
し
く
は
建
築
物
の
部
分
で
床
面
積
が
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

築
物
若
し
く
は
建
築
物
の
部
分
で
床
面
積
が
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

も
の
又
は
同
条
第
二
号
に
該
当
す
る
建
築
物
若
し
く
は
建
築
物
の
部
分
で
床
面

も
の
又
は
同
条
第
二
号
に
該
当
す
る
建
築
物
若
し
く
は
建
築
物
の
部
分
で
床
面

積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
の
外
壁
で
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分

積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
の
外
壁
で
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
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以
外
の
部
分

次
に
定
め
る
材
料

以
外
の
部
分

次
に
定
め
る
材
料

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

ガ
ラ
ス
繊
維
織
物
又
は
ポ
リ
ア
ミ
ド
系
、
ポ
リ
ア
ラ
ミ
ド
系
、
ポ
リ
エ
ス

ハ

ガ
ラ
ス
繊
維
織
物
又
は
ポ
リ
ア
ミ
ド
系
、
ポ
リ
ア
ラ
ミ
ド
系
、
ポ
リ
エ
ス

テ
ル
系
若
し
く
は
ポ
リ
ビ
ニ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
系
の
繊
維
織
物
に
塩
化
ビ
ニ
ル

テ
ル
系
若
し
く
は
ポ
リ
ビ
ニ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
系
の
繊
維
織
物
に
塩
化
ビ
ニ
ル

樹
脂
、
ク
ロ
ロ
プ
レ
ン
ゴ
ム
、
ク
ロ
ロ
ス
ル
フ
ォ
ン
化
エ
チ
レ
ン
ゴ
ム
、
ふ

樹
脂
、
ク
ロ
ロ
プ
レ
ン
ゴ
ム
、
ク
ロ
ロ
ス
ル
フ
ォ
ン
化
エ
チ
レ
ン
ゴ
ム
、
ふ

っ
素
樹
脂
（
ガ
ラ
ス
繊
維
織
物
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
四
ふ
っ
化
エ
チ

っ
素
樹
脂
（
ガ
ラ
ス
繊
維
織
物
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
四
ふ
っ
化
エ
チ

レ
ン
樹
脂
を
除
く
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
表
面
処
理
し
た
も

レ
ン
樹
脂
を
除
く
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
表
面
処
理
し
た
も

の
で
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

の
で
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

～

（
略
）

～

（
略
）

(１)

(３)

(１)

(３)

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
一
三
二
二
（
建
築
物
薄
物
材
料
の
難
燃
性
試
験
方
法
）
に

日
本
工
業
規
格
Ａ
一
三
二
二
（
建
築
物
薄
物
材
料
の
難
燃
性
試
験
方
法

(４)

(４)

規
定
す
る
防
炎
二
級
試
験
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

）
に
規
定
す
る
防
炎
二
級
試
験
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

(５)

(５)

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

六

（
略
）

六

（
略
）
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（
建
築
物
の
基
礎
、
主
要
構
造
部
等
に
使
用
す
る
建
築
材
料
並
び
に
こ
れ
ら
の
建
築
材
料
が
適
合
す
べ
き
日
本
工
業

規
格
又
は
日
本
農
林
規
格
及
び
品
質
に
関
す
る
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

建
築
物
の
基
礎
、
主
要
構
造
部
等
に
使
用
す
る
建
築
材
料
並
び
に
こ
れ
ら
の
建
築
材
料
が
適
合
す
べ
き
日

本
工
業
規
格
又
は
日
本
農
林
規
格
及
び
品
質
に
関
す
る
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千

四
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

建
築
物
の
基
礎
、
主
要
構
造
部
等
に
使
用
す
る
建
築
材
料
並
び
に
こ
れ
ら
の

建
築
物
の
基
礎
、
主
要
構
造
部
等
に
使
用
す
る
建
築
材
料
並
び
に
こ
れ
ら
の

建
築
材
料
が
適
合
す
べ
き
日
本
産
業
規
格
又
は
日
本
農
林
規
格
及
び
品
質
に

建
築
材
料
が
適
合
す
べ
き
日
本
工
業
規
格
又
は
日
本
農
林
規
格
及
び
品
質
に

関
す
る
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件

関
す
る
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件

第
二

法
第
三
十
七
条
第
一
号
の
日
本
産
業
規
格
又
は
日
本
農
林
規
格
は
、
別
表
第

第
二

法
第
三
十
七
条
第
一
号
の
日
本
工
業
規
格
又
は
日
本
農
林
規
格
は
、
別
表
第

一

欄
に
掲
げ
る
建
築
材
料
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

欄
に
掲
げ
る
も

一

欄
に
掲
げ
る
建
築
材
料
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

欄
に
掲
げ
る
も

（い）

（ろ）

（い）

（ろ）

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

第
三

（
略
）

第
三

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
製
品
の
品
質
保
証
の
確
保
及
び
国
際
取
引
の
円

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
製
品
の
品
質
保
証
の
確
保
及
び
国
際
取
引
の
円

滑
化
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
こ
と
が
で
き

滑
化
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

一

製
造
設
備
、
検
査
設
備
、
検
査
方
法
、
品
質
管
理
方
法
そ
の
他
品
質
保
持
に

一

製
造
設
備
、
検
査
設
備
、
検
査
方
法
、
品
質
管
理
方
法
そ
の
他
品
質
保
持
に

必
要
な
技
術
的
生
産
条
件
が
、
日
本
産
業
規
格
Ｑ
九
〇
〇
一
（
品
質
マ
ネ
ジ
メ

必
要
な
技
術
的
生
産
条
件
が
、
日
本
工
業
規
格
Ｑ
九
〇
〇
一
（
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
―
要
求
事
項
）
―
二
〇
〇
〇
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

ン
ト
シ
ス
テ
ム
―
要
求
事
項
）
―
二
〇
〇
〇
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

別
表
第
一
（
法
第
三
十
七
条
第
一
号
の
日
本
産
業
規
格
又
は
日
本
農
林
規
格
）

別
表
第
一
（
法
第
三
十
七
条
第
一
号
の
日
本
工
業
規
格
又
は
日
本
農
林
規
格
）

（い）

（ろ）

（い）

（ろ）

第
一
第
一
号
に

日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ａ
五
五
二

第
一
第
一
号
に

日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ａ
五
五
二

掲
げ
る
建
築
材

五
（
鋼
管
ぐ
い
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
五
五
二
六
（

掲
げ
る
建
築
材

五
（
鋼
管
ぐ
い
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
五
五
二
六
（

料

Ｈ
形
鋼
ぐ
い
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｅ
一
一
〇
（
普
通

料

Ｈ
形
鋼
ぐ
い
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｅ
一
一
〇
（
普
通

レ
ー
ル
及
び
分
岐
器
類
用
特
殊
レ
ー
ル
）
―
二
〇
〇
一
、
Ｊ

レ
ー
ル
及
び
分
岐
器
類
用
特
殊
レ
ー
ル
）
―
二
〇
〇
一
、
Ｊ

Ｉ
Ｓ

Ｅ
一
一
〇
三
（
軽
レ
ー
ル
）
―
一
九
九
三
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｉ
Ｓ

Ｅ
一
一
〇
三
（
軽
レ
ー
ル
）
―
一
九
九
三
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
〇
一
（
一
般
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
五
、

Ｇ
三
一
〇
一
（
一
般
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
五
、
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Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
〇
六
（
溶
接
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
〇
六
（
溶
接
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九

九
九
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
一
四
（
溶
接
構
造
用
耐
候
性
熱
間

九
九
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
一
四
（
溶
接
構
造
用
耐
候
性
熱
間

圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
八
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
三
六
（
建
築

圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
八
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
三
六
（
建
築

構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
三
八

構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
三
八

（
建
築
構
造
用
圧
延
棒
鋼
）
―
一
九
九
六
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三

（
建
築
構
造
用
圧
延
棒
鋼
）
―
一
九
九
六
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三

二
〇
一
（
炭
素
鋼
鍛
鋼
品
）
―
一
九
八
八
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三

二
〇
一
（
炭
素
鋼
鍛
鋼
品
）
―
一
九
八
八
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三

三
〇
二
（
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八

三
〇
二
（
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八

、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
一
二
（
塗
装
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
及

、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
一
二
（
塗
装
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
及

び
鋼
帯
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
二
一
（
溶
融
五

び
鋼
帯
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
二
一
（
溶
融
五

十
五
％
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
―
亜
鉛
合
金
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯

十
五
％
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
―
亜
鉛
合
金
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯

）
―
一
九
九
八
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
二
二
（
塗
装
溶
融
五
十

）
―
一
九
九
八
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
二
二
（
塗
装
溶
融
五
十

五
％
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
―
亜
鉛
合
金
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）

五
％
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
―
亜
鉛
合
金
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）

―
一
九
九
八
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
五
〇
（
一
般
構
造
用
軽
量

―
一
九
九
八
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
五
〇
（
一
般
構
造
用
軽
量

形
鋼
）
―
一
九
八
七
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
五
二
（
デ
ッ
キ
プ

形
鋼
）
―
一
九
八
七
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
五
二
（
デ
ッ
キ
プ

レ
ー
ト
）
―
二
〇
〇
三
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
五
三
（
一
般
構

レ
ー
ト
）
―
二
〇
〇
三
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
五
三
（
一
般
構

造
用
溶
接
軽
量
Ｈ
形
鋼
）
―
一
九
九
〇
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
四

造
用
溶
接
軽
量
Ｈ
形
鋼
）
―
一
九
九
〇
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
四

四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
管
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
管
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
四
六
六
（
一
般
構
造
用
角
形
鋼
管
）
―
一
九
八
八
、
Ｊ

Ｇ
三
四
六
六
（
一
般
構
造
用
角
形
鋼
管
）
―
一
九
八
八
、
Ｊ

Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
四
七
五
（
建
築
構
造
用
炭
素
鋼
管
）
―
一
九
九

Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
四
七
五
（
建
築
構
造
用
炭
素
鋼
管
）
―
一
九
九

六
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
四
〇
五
一
（
機
械
構
造
用
炭
素
鋼
鋼
材
）

六
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
四
〇
五
一
（
機
械
構
造
用
炭
素
鋼
鋼
材
）

―
一
九
七
九
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
四
〇
五
三
（
機
械
構
造
用
合
金

―
一
九
七
九
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
四
〇
五
三
（
機
械
構
造
用
合
金

鋼
鋼
材
）
―
二
〇
〇
三
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
四
三
二
一
（
建
築
構

鋼
鋼
材
）
―
二
〇
〇
三
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
四
三
二
一
（
建
築
構

造
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
材
）
―
二
〇
〇
〇
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
五
一

造
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
材
）
―
二
〇
〇
〇
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
五
一

〇
一
（
炭
素
鋼
鋳
鋼
品
）
―
一
九
九
一
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
五
一

〇
一
（
炭
素
鋼
鋳
鋼
品
）
―
一
九
九
一
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
五
一

〇
二
（
溶
接
構
造
用
鋳
鋼
品
）
―
一
九
九
一
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ

〇
二
（
溶
接
構
造
用
鋳
鋼
品
）
―
一
九
九
一
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ

五
一
一
一
（
構
造
用
高
張
力
炭
素
鋼
及
び
低
合
金
鋳
鋼
品
）

五
一
一
一
（
構
造
用
高
張
力
炭
素
鋼
及
び
低
合
金
鋳
鋼
品
）

―
一
九
九
一
又
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
五
二
〇
一
（
溶
接
構
造
用
遠

―
一
九
九
一
又
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
五
二
〇
一
（
溶
接
構
造
用
遠

心
力
鋳
鋼
管
）
―
一
九
九
一

心
力
鋳
鋼
管
）
―
一
九
九
一

（
略
）

（
略
）
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（
学
校
の
木
造
の
校
舎
の
日
本
工
業
規
格
を
指
定
す
る
件
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

学
校
の
木
造
の
校
舎
の
日
本
工
業
規
格
を
指
定
す
る
件
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
三
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

学
校
の
木
造
の
校
舎
の
日
本
産
業
規
格
を
指
定
す
る
件

学
校
の
木
造
の
校
舎
の
日
本
工
業
規
格
を
指
定
す
る
件

建
築
基
準
法
施
行
令
第
四
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
学
校
の
木
造
の
校

建
築
基
準
法
施
行
令
第
四
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
学
校
の
木
造
の
校

舎
の
日
本
産
業
規
格
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
三
三
〇
一
（
木
造
校
舎
の
構
造
設
計
標

舎
の
日
本
工
業
規
格
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
三
三
〇
一
（
木
造
校
舎
の
構
造
設
計
標

準
）
―
二
〇
一
五
と
す
る
。

準
）
―
二
〇
一
五
と
す
る
。

附

則

附

則

１

（
略
）

１

（
略
）

２

改
正
後
の
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ

２

改
正
後
の
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
三
三
○
一
（
木
造
校
舎
の
構
造
設
計
基
準
）
―
一
九

い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
三
三
○
一
（
木
造
校
舎
の
構
造
設
計
基
準
）
―
一
九

九
三
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
三
三
〇
一
（
木
造
校
舎
の
構
造
設
計
標
準
）
―
二
〇

九
三
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
三
三
〇
一
（
木
造
校
舎
の
構
造
設
計
標
準
）
―
二
〇

一
五
と
み
な
す
。

一
五
と
み
な
す
。
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（
木
造
の
継
手
及
び
仕
口
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

木
造
の
継
手
及
び
仕
口
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
六
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
木
造

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
木
造

の
継
手
及
び
仕
口
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
継
手
及
び
仕
口
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ

い
。
た
だ
し
、
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ

っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限

っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

一

筋
か
い
の
端
部
に
お
け
る
仕
口
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
筋
か
い
の
種
類

一

筋
か
い
の
端
部
に
お
け
る
仕
口
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
筋
か
い
の
種
類

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
接
合
方
法
又
は
こ
れ
ら
と
同
等

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
接
合
方
法
又
は
こ
れ
ら
と
同
等

以
上
の
引
張
耐
力
を
有
す
る
接
合
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
引
張
耐
力
を
有
す
る
接
合
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ

径
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鉄
筋

柱
又
は
横
架
材
を
貫
通
し
た
鉄
筋
を

イ

径
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鉄
筋

柱
又
は
横
架
材
を
貫
通
し
た
鉄
筋
を

三
角
座
金
を
介
し
て
ナ
ッ
ト
締
め
と
し
た
も
の
又
は
当
該
鉄
筋
に
止
め
付
け

三
角
座
金
を
介
し
て
ナ
ッ
ト
締
め
と
し
た
も
の
又
は
当
該
鉄
筋
に
止
め
付
け

た
鋼
板
添
え
板
に
柱
及
び
横
架
材
に
対
し
て
長
さ
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
太

た
鋼
板
添
え
板
に
柱
及
び
横
架
材
に
対
し
て
長
さ
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
太

め
鉄
丸
く
ぎ
（
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ａ
五
五
〇

め
鉄
丸
く
ぎ
（
日
本
工
業
規
格
Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九
二
の
う
ち

八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九
二
の
う
ち
太
め
鉄
丸
く
ぎ
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ

太
め
鉄
丸
く
ぎ
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る

れ
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
八
本
打

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
八
本
打
ち
付
け
た
も
の

ち
付
け
た
も
の

ロ

厚
さ
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
木

ロ

厚
さ
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
木

材

柱
及
び
横
架
材
を
欠
き
込
み
、
柱
及
び
横
架
材
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
長

材

柱
及
び
横
架
材
を
欠
き
込
み
、
柱
及
び
横
架
材
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
長

さ
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
鉄
丸
く
ぎ
（
日
本
工
業
規
格
Ａ
五
五
〇
八
（

さ
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
鉄
丸
く
ぎ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ

く
ぎ
）
―
一
九
九
二
の
う
ち
鉄
丸
く
ぎ
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等

）
―
一
九
九
二
の
う
ち
鉄
丸
く
ぎ
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上

以
上
の
品
質
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
五
本
平
打
ち
し
た

の
品
質
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
五
本
平
打
ち
し
た
も
の

も
の

ハ

厚
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
木
材

ハ

厚
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
木
材

厚
さ
一
・
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
鋼
板
添
え
板
を
、
筋
か
い
に
対
し
て
径
十
二

厚
さ
一
・
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
鋼
板
添
え
板
を
、
筋
か
い
に
対
し
て
径
十
二

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
ボ
ル
ト
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｂ
一
一
八
〇
（
六
角
ボ
ル
ト
）
―
一

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
ボ
ル
ト
（
日
本
工
業
規
格
Ｂ
一
一
八
〇
（
六
角
ボ
ル
ト
）

九
九
四
の
う
ち
強
度
区
分
四
・
六
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上

―
一
九
九
四
の
う
ち
強
度
区
分
四
・
六
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等

の
品
質
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
締
め
及
び
長
さ
六
・
五
セ

以
上
の
品
質
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
締
め
及
び
長
さ
六
・

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
太
め
鉄
丸
く
ぎ
を
三
本
平
打
ち
、
柱
に
対
し
て
長
さ
六
・

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
太
め
鉄
丸
く
ぎ
を
三
本
平
打
ち
、
柱
に
対
し
て
長
さ

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
太
め
鉄
丸
く
ぎ
を
三
本
平
打
ち
、
横
架
材
に
対
し
て

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
太
め
鉄
丸
く
ぎ
を
三
本
平
打
ち
、
横
架
材
に
対
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長
さ
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
太
め
鉄
丸
く
ぎ
を
四
本
平
打
ち
と
し
た
も

し
て
長
さ
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
太
め
鉄
丸
く
ぎ
を
四
本
平
打
ち
と
し

の

た
も
の

ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）
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（
鋼
材
等
及
び
溶
接
部
の
許
容
応
力
度
並
び
に
材
料
強
度
の
基
準
強
度
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

鋼
材
等
及
び
溶
接
部
の
許
容
応
力
度
並
び
に
材
料
強
度
の
基
準
強
度
を
定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
建
設
省

告
示
第
二
千
四
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

鋼
材
等
の
許
容
応
力
度
の
基
準
強
度

第
一

鋼
材
等
の
許
容
応
力
度
の
基
準
強
度

一

鋼
材
等
の
許
容
応
力
度
の
基
準
強
度
は
、
次
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次

一

鋼
材
等
の
許
容
応
力
度
の
基
準
強
度
は
、
次
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次

の
表
の
数
値
と
す
る
。

の
表
の
数
値
と
す
る
。

鋼
材
等
の
種
類
及
び
品
質

基
準
強
度
（
単
位

一
平
方
ミ

鋼
材
等
の
種
類
及
び
品
質

基
準
強
度
（
単
位

一
平
方
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト

リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト

ン
）

ン
）

炭
素

（
略
）

炭
素

（
略
）

鋼

鋼

構
造
用
ケ
ー
ブ
ル

構
造
用
ケ
ー
ブ
ル
の
種
類
に
応

構
造
用
ケ
ー
ブ
ル

構
造
用
ケ
ー
ブ
ル
の
種
類
に
応

じ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
数
値

じ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
数
値

と
す
る
こ
と
。

と
す
る
こ
と
。

一

日
本
産
業
規
格
（
以
下

一

日
本
工
業
規
格
（
以
下

「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）

「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）

Ｇ
三
五
二
五
（
ワ
イ
ヤ
ロ

Ｇ
三
五
二
五
（
ワ
イ
ヤ
ロ

ー
プ
）
―
一
九
九
八
の
付

ー
プ
）
―
一
九
九
八
の
付

表
一
か
ら
付
表
十
ま
で
の

表
一
か
ら
付
表
十
ま
で
の

区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ

区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
表
に
掲
げ
る
破
断
荷
重

の
表
に
掲
げ
る
破
断
荷
重

（
単
位

キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト

（
単
位

キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト

ン
）
に
二
分
の
千
を
乗
じ

ン
）
に
二
分
の
千
を
乗
じ

た
数
値
を
構
造
用
ケ
ー
ブ

た
数
値
を
構
造
用
ケ
ー
ブ

ル
の
種
類
及
び
形
状
に
応

ル
の
種
類
及
び
形
状
に
応

じ
て
求
め
た
有
効
断
面
積

じ
て
求
め
た
有
効
断
面
積

（
単
位

平
方
ミ
リ
メ
ー

（
単
位

平
方
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
）
で
除
し
た
数
値

ト
ル
）
で
除
し
た
数
値
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二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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（
高
力
ボ
ル
ト
の
基
準
張
力
、
引
張
接
合
部
の
引
張
り
の
許
容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
の
基
準
強
度
を
定
め
る
件
の

一
部
改
正
）

第
十
九
条

高
力
ボ
ル
ト
の
基
準
張
力
、
引
張
接
合
部
の
引
張
り
の
許
容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
の
基
準
強
度
を
定
め

る
件
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
二
千
四
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

高
力
ボ
ル
ト
の
基
準
張
力

第
一

高
力
ボ
ル
ト
の
基
準
張
力

一

高
力
ボ
ル
ト
の
基
準
張
力
は
、
次
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
表
の
数

一

高
力
ボ
ル
ト
の
基
準
張
力
は
、
次
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
表
の
数

値
と
す
る
。

値
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

こ
の
表
に
お
い
て
、
一
種
、
二
種
及
び
三
種
は
、
日
本
産
業
規
格
（
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
、
一
種
、
二
種
及
び
三
種
は
、
日
本
工
業
規
格
（
以
下

「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｂ
一
一
八
六
（
摩
擦
接
合
用
高
力
六
角
ボ
ル
ト
・

「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｂ
一
一
八
六
（
摩
擦
接
合
用
高
力
六
角
ボ
ル
ト
・

六
角
ナ
ッ
ト
・
平
座
金
の
セ
ッ
ト
）
―
一
九
九
五
に
定
め
る
一
種
、
二
種
及

六
角
ナ
ッ
ト
・
平
座
金
の
セ
ッ
ト
）
―
一
九
九
五
に
定
め
る
一
種
、
二
種
及

び
三
種
の
摩
擦
接
合
用
高
力
ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
及
び
座
金
の
組
合
せ
を
表
す

び
三
種
の
摩
擦
接
合
用
高
力
ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
及
び
座
金
の
組
合
せ
を
表
す

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

二

（
略
）

二

（
略
）
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（
特
殊
な
許
容
応
力
度
及
び
特
殊
な
材
料
強
度
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

特
殊
な
許
容
応
力
度
及
び
特
殊
な
材
料
強
度
を
定
め
る
件
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

特
殊
な
許
容
応
力
度

第
一

特
殊
な
許
容
応
力
度

一
～
十
六

（
略
）

一
～
十
六

（
略
）

十
七

緊
張
材
の
許
容
応
力
度
は
、
次
の
表
の
数
値
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

十
七

緊
張
材
の
許
容
応
力
度
は
、
次
の
表
の
数
値
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

（
略
）

（
略
）

こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
引
張
強

こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
引
張
強

Fu

Fy

Fu

Fy

さ
及
び
耐
力
を
表
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
七
条
第
二
号
の
国

さ
及
び
耐
力
を
表
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
七
条
第
二
号
の
国

土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
緊
張
材
の
引
張
強
さ
及
び
耐
力
は
、
そ
の
種

土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
緊
張
材
の
引
張
強
さ
及
び
耐
力
は
、
そ
の
種

類
及
び
品
質
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
数
値
と
す
る

類
及
び
品
質
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
数
値
と
す
る

。

。

（
略
）

（
略
）

こ
の
表
に
お
い
て
、
単
一
鋼
線
、
鋼
よ
り
線
で
示
さ
れ
る
緊
張
材
の
種

こ
の
表
に
お
い
て
、
単
一
鋼
線
、
鋼
よ
り
線
で
示
さ
れ
る
緊
張
材
の
種

類
は
、
そ
れ
ぞ
れ
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｇ
三

類
は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
五
三
六
（
Ｐ
Ｃ
鋼
線
及
び
Ｐ
Ｃ
鋼
よ
り

五
三
六
（
Ｐ
Ｃ
鋼
線
及
び
Ｐ
Ｃ
鋼
よ
り
線
）
―
一
九
九
九
に
定
め
る
緊
張

線
）
―
一
九
九
九
に
定
め
る
緊
張
材
の
種
類
を
、
Ｐ
Ｃ
鋼
棒
で
示
さ
れ
る

材
の
種
類
を
、
Ｐ
Ｃ
鋼
棒
で
示
さ
れ
る
緊
張
材
の
種
類
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ

緊
張
材
の
種
類
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
〇
九
（
Ｐ
Ｃ
鋼
棒
）
―
一
九
九
四

三
一
〇
九
（
Ｐ
Ｃ
鋼
棒
）
―
一
九
九
四
に
定
め
る
緊
張
材
の
種
類
を
、
細

に
定
め
る
緊
張
材
の
種
類
を
、
細
径
異
形PC

鋼
棒
で
示
さ
れ
る
緊
張
材
の

径
異
形P

C

鋼
棒
で
示
さ
れ
る
緊
張
材
の
種
類
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
三
七

種
類
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
三
七
（
細
径
異
形
Ｐ
Ｃ
鋼
棒
）
―
一
九
九
四

（
細
径
異
形
Ｐ
Ｃ
鋼
棒
）
―
一
九
九
四
に
定
め
る
緊
張
材
の
種
類
を
そ
れ

に
定
め
る
緊
張
材
の
種
類
を
そ
れ
ぞ
れ
表
す
も
の
と
す
る
。

ぞ
れ
表
す
も
の
と
す
る
。

十
八
・
十
九

（
略
）

十
八
・
十
九

（
略
）
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第
三

基
準
強
度

第
三

基
準
強
度

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

第
一
第
五
号
に
規
定
す
る
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
の
基
準
強
度
は
、
次
の
表
の
数

四

第
一
第
五
号
に
規
定
す
る
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
の
基
準
強
度
は
、
次
の
表
の
数

値
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
七
条
第
二
号
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受

値
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
七
条
第
二
号
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受

け
た
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
の
基
準
強
度
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
品
質
に
応
じ
て
そ
れ

け
た
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
の
基
準
強
度
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
品
質
に
応
じ
て
そ
れ

ぞ
れ
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
数
値
と
す
る
。

ぞ
れ
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
数
値
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

こ
の
表
に
お
い
て
、
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
五
五
四
〇
（
建

こ
の
表
に
お
い
て
、
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
は
、
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ

築
用
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
）
―
二
〇
〇
三
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
五
五
四
一
（
建
築
用

Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ａ
五
五
四
〇
（
建
築
用
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
）
―
二
〇
〇

タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
胴
）
―
二
〇
〇
三
及
び
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
五
五
四
二
（
建
築
用

三
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
五
五
四
一
（
建
築
用
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
胴
）
―
二
〇
〇
三

タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
ボ
ル
ト
）
―
二
〇
〇
三
に
規
定
す
る
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
を

及
び
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
五
五
四
二
（
建
築
用
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
ボ
ル
ト
）
―
二
〇

表
す
も
の
と
す
る
。

〇
三
に
規
定
す
る
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
を
表
す
も
の
と
す
る
。

五
～
九

（
略
）

五
～
九

（
略
）
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（
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的

基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要

な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
三

接
合
部
に
使
用
す
る
構
造
用
鋼
材
の
品
質

第
三

接
合
部
に
使
用
す
る
構
造
用
鋼
材
の
品
質

接
合
部
に
使
用
す
る
構
造
用
鋼
材
は
、
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と

接
合
部
に
使
用
す
る
構
造
用
鋼
材
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
（
一
般
構

い
う
。
）
Ｇ
三
一
〇
一
（
一
般
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
二
〇
〇
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ

造
用
圧
延
鋼
材
）
―
二
〇
〇
四
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
六
（
溶
接
構
造
用
圧

三
一
〇
六
（
溶
接
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
二
〇
〇
四
若
し
く
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一

延
鋼
材
）
―
二
〇
〇
四
若
し
く
は
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
三
六
（
建
築
構
造
用
圧

三
六
（
建
築
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
四
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と

延
鋼
材
）
―
一
九
九
四
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有

同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
地
盤
の
許
容
応
力
度
及
び
基
礎
ぐ
い
の
許
容
支
持
力
を
求
め
る
た
め
の
地
盤
調
査
の
方
法
並
び
に
そ
の
結
果
に
基

づ
き
地
盤
の
許
容
応
力
度
及
び
基
礎
ぐ
い
の
許
容
支
持
力
を
定
め
る
方
法
等
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

地
盤
の
許
容
応
力
度
及
び
基
礎
ぐ
い
の
許
容
支
持
力
を
求
め
る
た
め
の
地
盤
調
査
の
方
法
並
び
に
そ
の

結
果
に
基
づ
き
地
盤
の
許
容
応
力
度
及
び
基
礎
ぐ
い
の
許
容
支
持
力
を
定
め
る
方
法
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
三
年

国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
八

く
い
体
又
は
地
盤
ア
ン
カ
ー
体
に
用
い
る
材
料
の
許
容
応
力
度
は
、
次
に
掲

第
八

く
い
体
又
は
地
盤
ア
ン
カ
ー
体
に
用
い
る
材
料
の
許
容
応
力
度
は
、
次
に
掲

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

遠
心
力
高
強
度
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
い
（
日
本
産
業
規
格
（

五

遠
心
力
高
強
度
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
い
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
五
三

以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ａ
五
三
七
三
（
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
プ
レ
ス
ト
レ
ス

七
三
（
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
品
）
―
二
〇
〇
四

ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
品
）
―
二
〇
〇
四

附
属
書
五

プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン

附
属
書
五

プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
い
に
適
合
す
る
も
の
を
い

ク
リ
ー
ト
く
い
に
適
合
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
用
い
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
許

う
。
）
に
用
い
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
許
容
応
力
度
は
、
次
の
表
の
数
値
に
よ
ら

容
応
力
度
は
、
次
の
表
の
数
値
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
設
計
基
準
強
度
は
一
平
方
ミ
リ

い
て
、
設
計
基
準
強
度
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
八
十
ニ
ュ
ー
ト
ン
以

メ
ー
ト
ル
に
つ
き
八
十
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表

略
）

（
表

略
）

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

２

く
い
体
に
継
手
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
く
い
体
に
用
い
る
材
料
の
長
期

２

く
い
体
に
継
手
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
く
い
体
に
用
い
る
材
料
の
長
期

に
生
ず
る
力
に
対
す
る
圧
縮
の
許
容
応
力
度
は
、
継
手
部
分
の
耐
力
、
剛
性
及
び

に
生
ず
る
力
に
対
す
る
圧
縮
の
許
容
応
力
度
は
、
継
手
部
分
の
耐
力
、
剛
性
及
び

靱
性
に
応
じ
て
低
減
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
溶
接
継
手
（
鋼
管
ぐ

靱
性
に
応
じ
て
低
減
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
溶
接
継
手
（
鋼
管
ぐ

じ
ん

じ
ん

い
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
五
五
二
五
（
鋼
管
ぐ
い
）
―
一
九
九

い
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
五
五
二
五
（
鋼
管
ぐ
い
）
―
一

四
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
力
、
剛
性
及
び
靱

九
九
四
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
力
、
剛
性
及

じ
ん

性
を
有
す
る
継
手
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

び
靱
性
を
有
す
る
継
手
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

じ
ん
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（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
部
材
及
び
同
令
第
七

十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
部
材
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
の
一
部

改
正
）

第
二
十
三
条

建
築
基
準
法
施
行
令
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
部
材
及
び

同
令
第
七
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
部
材
の
構
造
方
法
を
定
め
る

件
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
（

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
（

令
第
百
三
十
九
条
か
ら
令
第
百
四
十
二
条
ま
で
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

令
第
百
三
十
九
条
か
ら
令
第
百
四
十
二
条
ま
で
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
を
適
用
し
な
い
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
部
材
及
び
令
第
七
十
九
条
の
三

含
む
。
）
を
適
用
し
な
い
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
部
材
及
び
令
第
七
十
九
条
の
三

第
一
項
の
規
定
（
令
第
百
三
十
九
条
か
ら
令
第
百
四
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
お
い
て

第
一
項
の
規
定
（
令
第
百
三
十
九
条
か
ら
令
第
百
四
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
適
用
し
な
い
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
部
材
の

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
適
用
し
な
い
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
部
材
の

構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

１

令
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

１

令
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
で
造
ら
れ
た
部
材
及
び
令
第
七
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い

ー
ト
で
造
ら
れ
た
部
材
及
び
令
第
七
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い

プ
レ
キ
ャ
ス
ト
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
造
ら
れ
た
部
材
は
、
次
に
掲
げ
る
も

プ
レ
キ
ャ
ス
ト
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
造
ら
れ
た
部
材
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一

プ
レ
キ
ャ
ス
ト
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又
は
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク

一

プ
レ
キ
ャ
ス
ト
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又
は
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
で
造
ら
れ
た
部
材
で
、
地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
の
建
築
物
の
基
礎

リ
ー
ト
で
造
ら
れ
た
部
材
で
、
地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
の
建
築
物
の
基
礎

ぐ
い
以
外
の
部
分
又
は
擁
壁
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
構
造
が
次
の

ぐ
い
以
外
の
部
分
又
は
擁
壁
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
構
造
が
次
の

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
又
は
当
該
基
準
と
同
等

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
又
は
当
該
基
準
と
同
等

以
上
の
耐
久
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
タ
イ
ル
貼
り
、
モ
ル
タ
ル
塗
り
そ

以
上
の
耐
久
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
タ
イ
ル
貼
り
、
モ
ル
タ
ル
塗
り
そ

の
他
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、
鉄
筋
に
対
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
付
着
割

の
他
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、
鉄
筋
に
対
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
付
着
割

裂
に
つ
い
て
ニ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
い
ず
れ
か
の
構
造
計
算
に
よ
っ
て

裂
に
つ
い
て
ニ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
い
ず
れ
か
の
構
造
計
算
に
よ
っ
て

（2）
（i）

（iii）

（2）
（i）

（iii）

安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の

安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
使
用
す
る
セ
メ
ン
ト
の
品
質
が
日
本
産
業
規
格
（
以
下

ロ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
使
用
す
る
セ
メ
ン
ト
の
品
質
が
日
本
工
業
規
格
（
以
下

「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｒ
五
二
一
〇
（
ポ
ル
ト
ラ
ン
ド
セ
メ
ン
ト
）
―
二

「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｒ
五
二
一
〇
（
ポ
ル
ト
ラ
ン
ド
セ
メ
ン
ト
）
―
二

〇
〇
三
に
適
合
す
る
も
の
と
し
、
単
位
セ
メ
ン
ト
量
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に

〇
〇
三
に
適
合
す
る
も
の
と
し
、
単
位
セ
メ
ン
ト
量
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
三
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。

つ
き
三
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
枠
組
壁
工
法
又
は
木
質
プ
レ
ハ
ブ
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全

上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

枠
組
壁
工
法
又
は
木
質
プ
レ
ハ
ブ
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関

す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
五
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
二

材
料

第
二

材
料

一

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
枠
組
材
の
品
質
は
、
構
造
部
材
の
種

一

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
枠
組
材
の
品
質
は
、
構
造
部
材
の
種

類
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

類
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

構
造
部
材
の
種
類

規

格

構
造
部
材
の
種
類

規

格

（
略
）

（
略
）

床
根
太
及
び
天
井

に
掲
げ
る
規
格
、
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「

床
根
太
及
び
天
井

に
掲
げ
る
規
格
、
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「

（二）

（一）

（二）

（一）

根
太

Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｇ
三
三
〇
二
（
溶
融
亜

根
太

Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｇ
三
三
〇
二
（
溶
融
亜

鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八
に
規

鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八
に
規

定
す
る
鋼
板
及
び
鋼
帯
の
規
格
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ

定
す
る
鋼
板
及
び
鋼
帯
の
規
格
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ

三
三
一
二
（
塗
装
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び

三
三
一
二
（
塗
装
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び

鋼
帯
）
―
一
九
九
四
に
規
定
す
る
鋼
板
及
び
鋼

鋼
帯
）
―
一
九
九
四
に
規
定
す
る
鋼
板
及
び
鋼

帯
の
規
格
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
二
一
（
溶
融
五

帯
の
規
格
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
二
一
（
溶
融
五

十
五
％
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
―
亜
鉛
合
金
め
っ
き
鋼

十
五
％
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
―
亜
鉛
合
金
め
っ
き
鋼

板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八
に
規
定
す
る
鋼
板

板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八
に
規
定
す
る
鋼
板

及
び
鋼
帯
の
規
格
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
二
二
（

及
び
鋼
帯
の
規
格
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
二
二
（

塗
装
溶
融
五
十
五
％
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
―
亜
鉛
合

塗
装
溶
融
五
十
五
％
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
―
亜
鉛
合

金
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八
に
規

金
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八
に
規

定
す
る
鋼
板
及
び
鋼
帯
の
規
格
又
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ

定
す
る
鋼
板
及
び
鋼
帯
の
規
格
又
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
五
三
（
一
般
構
造
用
溶
接
軽
量
Ｈ
形
鋼

Ｇ
三
三
五
三
（
一
般
構
造
用
溶
接
軽
量
Ｈ
形
鋼

）
―
一
九
九
〇
に
規
定
す
る
形
鋼
の
規
格
（
鋼

）
―
一
九
九
〇
に
規
定
す
る
形
鋼
の
規
格
（
鋼

材
の
厚
さ
が
二
・
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
六
ミ

材
の
厚
さ
が
二
・
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
六
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
下
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下

リ
メ
ー
ト
ル
以
下
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下

「
軽
量
Ｈ
形
鋼
規
格
」
と
い
う
。
）

「
軽
量
Ｈ
形
鋼
規
格
」
と
い
う
。
）
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（
略
）

（
略
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）
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（
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
壁
及
び
床
版
に
、
枠
組
壁
工
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
も
の
を
用
い
る
場
合
に
お

け
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
当
該
壁
及
び
床
版
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
壁
及
び
床
版
に
、
枠
組
壁
工
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
も
の
を
用
い
る

場
合
に
お
け
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
当
該
壁
及
び
床
版
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省

告
示
第
千
五
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
壁
に
、
枠
組
壁
工
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
る

第
一

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
壁
に
、
枠
組
壁
工
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
る

も
の
を
用
い
る
場
合
に
お
け
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
当
該
壁
の
構
造
方
法
は

も
の
を
用
い
る
場
合
に
お
け
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
当
該
壁
の
構
造
方
法
は

、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

各
階
の
張
り
間
方
向
及
び
桁
行
方
向
に
配
置
す
る
耐
力
壁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

五

各
階
の
張
り
間
方
向
及
び
け
た
行
方
向
に
配
置
す
る
耐
力
壁
は
、
そ
れ
ぞ
れ

方
向
に
つ
き
、
耐
力
壁
の
た
て
枠
相
互
の
間
隔
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超

の
方
向
に
つ
き
、
耐
力
壁
の
た
て
枠
相
互
の
間
隔
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を

え
る
場
合
に
お
い
て
は
次
の
表
一
の
、
当
該
間
隔
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
次
の
表
一
の
、
当
該
間
隔
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

下
の
場
合
に
お
い
て
は
次
の
表
一
―
二
の
耐
力
壁
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
区
分

以
下
の
場
合
に
お
い
て
は
次
の
表
一
―
二
の
耐
力
壁
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
区

に
応
じ
て
当
該
耐
力
壁
の
長
さ
に
同
表
の
倍
率
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ
て

分
に
応
じ
て
当
該
耐
力
壁
の
長
さ
に
同
表
の
倍
率
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ

得
た
長
さ
の
合
計
を
、
そ
の
階
の
床
面
積
（
そ
の
階
又
は
上
の
階
の
小
屋
裏
、

て
得
た
長
さ
の
合
計
を
、
そ
の
階
の
床
面
積
（
そ
の
階
又
は
上
の
階
の
小
屋
裏

天
井
裏
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
に
物
置
等
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
天
井
裏
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
に
物
置
等
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て

、
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
五
十
一
号
に
規
定
す
る
面
積
を
そ
の
階

は
、
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
五
十
一
号
に
規
定
す
る
面
積
を
そ
の

の
床
面
積
に
加
え
た
面
積
）
に
次
の
表
二
に
掲
げ
る
数
値
（
特
定
行
政
庁
が
令

階
の
床
面
積
に
加
え
た
面
積
）
に
次
の
表
二
に
掲
げ
る
数
値
（
特
定
行
政
庁
が

第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
指
定
し
た
区
域
内
に
お
け
る
場
合
に
お

令
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
指
定
し
た
区
域
内
に
お
け
る
場
合
に

い
て
は
、
次
の
表
二
に
掲
げ
る
数
値
の
そ
れ
ぞ
れ
一
・
五
倍
と
し
た
数
値
）
を

お
い
て
は
、
次
の
表
二
に
掲
げ
る
数
値
の
そ
れ
ぞ
れ
一
・
五
倍
と
し
た
数
値
）

乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
、
か
つ
、
そ
の
階
（
そ
の
階
よ
り
上
の
階
が
あ
る
場

を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
、
か
つ
、
そ
の
階
（
そ
の
階
よ
り
上
の
階
が
あ
る

合
に
お
い
て
は
、
当
該
上
の
階
を
含
む
。
）
の
見
付
面
積
（
張
り
間
方
向
又
は

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
上
の
階
を
含
む
。
）
の
見
付
面
積
（
張
り
間
方
向
又

け
た
行
方
向
の
鉛
直
投
影
面
積
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
そ
の
階
の
床
面

は
け
た
行
方
向
の
鉛
直
投
影
面
積
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
そ
の
階
の
床

か
ら
の
高
さ
が
一
・
三
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
部
分
の
見
付
面
積
を
減
じ
た
も
の

面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
三
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
部
分
の
見
付
面
積
を
減
じ
た
も

に
次
の
表
三
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
に
次
の
表
三
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

い
。

な
い
。

表
一

表
一

耐
力
壁
の
種
類

倍
率

耐
力
壁
の
種
類

倍
率

緊
結
の
方
法

緊
結
の
方
法
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く
ぎ
又

く
ぎ
又

く
ぎ
又

く
ぎ
又

く
ぎ
又

く
ぎ
又

は
ね
じ

は
ね
じ

は
ね
じ

は
ね
じ

は
ね
じ

は
ね
じ

の
種
類

の
本
数

の
間
隔

の
種
類

の
本
数

の
間
隔

㈠

構
造
用
合
板
若
し
く
は

（
略
）

㈠

構
造
用
合
板
若
し
く
は

（
略
）

化
粧
ば
り
構
造
用
合
板

化
粧
ば
り
構
造
用
合
板

（
合
板
の
日
本
農
林
規

（
合
板
の
日
本
農
林
規

格
（
平
成
十
五
年
農
林

格
（
平
成
十
五
年
農
林

水
産
省
告
示
第
二
百
三

水
産
省
告
示
第
二
百
三

十
三
号
。
以
下
「
合
板

十
三
号
。
以
下
「
合
板

規
格
」
と
い
う
。
）
に

規
格
」
と
い
う
。
）
に

規
定
す
る
特
類
又
は
一

規
定
す
る
特
類
又
は
一

類
（
屋
外
に
面
す
る
部

類
（
屋
外
に
面
す
る
部

分
（
防
水
紙
そ
の
他
こ

分
（
防
水
紙
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
も
の
で
有

れ
に
類
す
る
も
の
で
有

効
に
防
水
さ
れ
て
い
る

効
に
防
水
さ
れ
て
い
る

部
分
を
除
く
。
）
又
は

部
分
を
除
く
。
）
又
は

湿
潤
状
態
と
な
る
お
そ

湿
潤
状
態
と
な
る
お
そ

れ
の
あ
る
部
分
（
常
時

れ
の
あ
る
部
分
（
常
時

湿
潤
状
態
と
な
る
お
そ

湿
潤
状
態
と
な
る
お
そ

れ
の
あ
る
部
分
を
除
く

れ
の
あ
る
部
分
を
除
く

。
）
に
用
い
る
場
合
は

。
）
に
用
い
る
場
合
は

特
類
に
限
る
。
）
を
い

特
類
に
限
る
。
）
を
い

う
。
以
下
「
構
造
用
合

う
。
以
下
「
構
造
用
合

板
等
」
と
い
う
。
）
の

板
等
」
と
い
う
。
）
の

う
ち
厚
さ
七
・
五
ミ
リ

う
ち
厚
さ
七
・
五
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
上
の
一
級

メ
ー
ト
ル
以
上
の
一
級

若
し
く
は
厚
さ
九
ミ
リ

若
し
く
は
厚
さ
九
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
上
の
二
級

メ
ー
ト
ル
以
上
の
二
級

、
構
造
用
パ
ネ
ル
（
構

、
構
造
用
パ
ネ
ル
（
構
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造
用
パ
ネ
ル
の
日
本
農

造
用
パ
ネ
ル
の
日
本
農

林
規
格
（
昭
和
六
十
二

林
規
格
（
昭
和
六
十
二

年
農
林
水
産
省
告
示
第

年
農
林
水
産
省
告
示
第

三
百
六
十
号
。
以
下
「

三
百
六
十
号
。
以
下
「

構
造
用
パ
ネ
ル
規
格
」

構
造
用
パ
ネ
ル
規
格
」

と
い
う
。
）
に
規
定
す

と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
一
級
、
二
級
、
三
級

る
一
級
、
二
級
、
三
級

又
は
四
級
を
い
う
。
表

又
は
四
級
を
い
う
。
表

一
―
二
㈣
及
び
㈦
に
お

一
―
二
㈣
及
び
㈦
に
お

い
て
同
じ
。
）
、
ハ
ー

い
て
同
じ
。
）
、
ハ
ー

ド
ボ
ー
ド
（
日
本
産
業

ド
ボ
ー
ド
（
日
本
工
業

規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ

規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ

」
と
い
う
。
）
Ａ
五
九

」
と
い
う
。
）
Ａ
五
九

〇
五
（
繊
維
板
）
―
一

〇
五
（
繊
維
板
）
―
一

九
九
四
に
規
定
す
る
ハ

九
九
四
に
規
定
す
る
ハ

ー
ド
フ
ァ
イ
バ
ー
ボ
ー

ー
ド
フ
ァ
イ
バ
ー
ボ
ー

ド
の
三
五
タ
イ
プ
又
は

ド
の
三
五
タ
イ
プ
又
は

四
五
タ
イ
プ
を
い
う
。

四
五
タ
イ
プ
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
う
ち

以
下
同
じ
。
）
の
う
ち

厚
さ
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

厚
さ
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の
又
は
パ
ー

以
上
の
も
の
又
は
パ
ー

テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド
（
Ｊ

テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド
（
Ｊ

Ｉ
Ｓ

Ａ
五
九
〇
八
（

Ｉ
Ｓ

Ａ
五
九
〇
八
（

パ
ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド

パ
ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド

）
―
一
九
九
四
に
規
定

）
―
一
九
九
四
に
規
定

す
る
一
八
タ
イ
プ
、
一

す
る
一
八
タ
イ
プ
、
一

三
タ
イ
プ
、
二
四
―
一

三
タ
イ
プ
、
二
四
―
一

〇
タ
イ
プ
、
一
七
・
五

〇
タ
イ
プ
、
一
七
・
五

―
一
〇
・
五
タ
イ
プ
又

―
一
〇
・
五
タ
イ
プ
又

は
三
〇
―
一
五
タ
イ
プ

は
三
〇
―
一
五
タ
イ
プ
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を
い
う
。
以
下
同
じ
。

を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
の
う
ち
厚
さ
十
二
ミ

）
の
う
ち
厚
さ
十
二
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
を
片
側
全
面
に
打
ち

の
を
片
側
全
面
に
打
ち

付
け
た
耐
力
壁

付
け
た
耐
力
壁

（
略
）

（
略
）

表
一
―
二
～
表
三

（
略
）

表
一
―
二
～
表
三

（
略
）

六
～
十
六

（
略
）

六
～
十
六

（
略
）
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（
薄
板
軽
量
形
鋼
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定

め
る
等
の
件
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

薄
板
軽
量
形
鋼
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的

基
準
を
定
め
る
等
の
件
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
六
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
二

材
料

第
二

材
料

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
薄
板
軽
量
形
鋼
の
断
面
形
状
は
、
次
の
表
の
㈠
項
か
ら
㈤
項

二

前
号
に
掲
げ
る
薄
板
軽
量
形
鋼
の
断
面
形
状
は
、
次
の
表
の
㈠
項
か
ら
㈤
項

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
寸
法
以

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
寸
法
以

上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
枠
組
材
の
実
況
に
応
じ
た
加
力
実
験
に
よ
っ

上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
枠
組
材
の
実
況
に
応
じ
た
加
力
実
験
に
よ
っ

て
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
断
面
形
状
の
ゆ
が
み
等
が
生
じ
な
い
こ
と
が
確
か

て
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
断
面
形
状
の
ゆ
が
み
等
が
生
じ
な
い
こ
と
が
確
か

め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
略
）

（
略
）

こ
の
表
に
お
い
て
、
軽
角
形
鋼
は
、
角
形
の
断
面
形
状
を
、
軽
溝
形
鋼
、

こ
の
表
に
お
い
て
、
軽
角
形
鋼
は
、
角
形
の
断
面
形
状
を
、
軽
溝
形
鋼
、

軽
Ｚ
形
鋼
、
リ
ッ
プ
溝
形
鋼
及
び
リ
ッ
プ
Ｚ
形
鋼
は
、
日
本
産
業
規
格
（
以

軽
Ｚ
形
鋼
、
リ
ッ
プ
溝
形
鋼
及
び
リ
ッ
プ
Ｚ
形
鋼
は
、
日
本
工
業
規
格
（
以

下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｇ
三
三
五
〇(

一
般
構
造
用
軽
量
形
鋼)

―
一
九

下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｇ
三
三
五
〇(

一
般
構
造
用
軽
量
形
鋼)

―
一
九

八
七
の
表
一
―
二
に
定
め
る
軽
溝
形
鋼
、
軽
Ｚ
形
鋼
、
リ
ッ
プ
溝
形
鋼
及
び

八
七
の
表
一
―
二
に
定
め
る
軽
溝
形
鋼
、
軽
Ｚ
形
鋼
、
リ
ッ
プ
溝
形
鋼
及
び

リ
ッ
プ
Ｚ
形
鋼
を
表
す
も
の
と
す
る
。

リ
ッ
プ
Ｚ
形
鋼
を
表
す
も
の
と
す
る
。

第
十
二

構
造
計
算

第
十
二

構
造
計
算

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

第
二
号
に
規
定
す
る
有
効
断
面
の
面
積
、
第
三
号
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度

五

第
二
号
に
規
定
す
る
有
効
断
面
の
面
積
、
第
三
号
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度

及
び
前
号
に
規
定
す
る
材
料
強
度
の
計
算
に
用
い
る
弾
性
座
屈
強
度
は
、
当
該

及
び
前
号
に
規
定
す
る
材
料
強
度
の
計
算
に
用
い
る
弾
性
座
屈
強
度
は
、
当
該

薄
板
軽
量
形
鋼
の
断
面
形
状
及
び
周
囲
の
部
材
と
の
接
合
並
び
に
座
屈
又
は
横

薄
板
軽
量
形
鋼
の
断
面
形
状
及
び
周
囲
の
部
材
と
の
接
合
並
び
に
座
屈
又
は
横

座
屈
に
対
し
て
補
強
さ
れ
た
状
況
等
に
基
づ
き
、
固
有
値
解
析
等
の
手
法
に
よ

座
屈
に
対
し
て
補
強
さ
れ
た
状
況
等
に
基
づ
き
、
固
有
値
解
析
等
の
手
法
に
よ

っ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
第
二
号
の
表
に
規
定
す
る
断
面

っ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
第
二
号
の
表
に
規
定
す
る
断
面

形
状
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
断
面
形
状
の
薄
板
軽
量
形
鋼
の
弾
性
座
屈
強
度

形
状
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
断
面
形
状
の
薄
板
軽
量
形
鋼
の
弾
性
座
屈
強
度

に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

。

。



- 67 -

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
曲
げ
材
の
座
屈
の
許
容
応
力
度
の
計
算
に
用
い
る

ハ

第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
曲
げ
材
の
座
屈
の
許
容
応
力
度
の
計
算
に
用
い
る

曲
げ
材
の
弾
性
座
屈
強
度
は
、
次
の
表
の
㈠
項
及
び
㈡
項
に
掲
げ
る
当
該
曲

曲
げ
材
の
弾
性
座
屈
強
度
は
、
次
の
表
の
㈠
項
及
び
㈡
項
に
掲
げ
る
当
該
曲

げ
材
の
断
面
形
状
に
応
じ
て
得
ら
れ
た
数
値
と
す
る
。

げ
材
の
断
面
形
状
に
応
じ
て
得
ら
れ
た
数
値
と
す
る
。

断
面
形
状

曲
げ
材
の
弾
性
座
屈
強
度
（
単
位

一
平
方
ミ

断
面
形
状

曲
げ
材
の
弾
性
座
屈
強
度
（
単
位

一
平
方
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

（
略
）

（
略
）

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｃ
、

、
Ａ
、

、
Ｅ
、

、

、
Ｇ

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｃ
、

、
Ａ
、

、
Ｅ
、

、

、
Ｇ

、
Ｊ
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と

、
Ｊ
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と

す
る
。

す
る
。

Ｃ

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
修
正
係
数
（
二
・
三
を
超
え
る
場
合

Ｃ

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
修
正
係
数
（
二
・
三
を
超
え
る
場
合

に
は
二
・
三
と
し
、
補
剛
区
間
内
の
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
がM

1

よ
り
大

に
は
二
・
三
と
し
、
補
剛
区
間
内
の
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
がM1

よ
り
大

き
い
場
合
に
は
一
と
す
る
。
）

き
い
場
合
に
は
一
と
す
る
。
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
座
屈
区
間
端
部

こ
の
式
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
座
屈
区
間
端
部

に
お
け
る
小
さ
い
方
及
び
大
き
い
方
の
強
軸
周
り
の
曲
げ
モ
ー
メ

に
お
け
る
小
さ
い
方
及
び
大
き
い
方
の
強
軸
周
り
の
曲
げ
モ
ー
メ

ン
ト
を
表
す
も
の
と
し
、

は
、
当
該
曲
げ
モ
ー
メ
ン

ン
ト
を
表
す
も
の
と
し
、

は
、
当
該
曲
げ
モ
ー
メ
ン

ト
が
複
曲
率
と
な
る
場
合
に
は
正
と
、
単
曲
率
と
な
る
場
合
に
は

ト
が
複
曲
率
と
な
る
場
合
に
は
正
と
、
単
曲
率
と
な
る
場
合
に
は

負
と
す
る
も
の
と
す
る
。

負
と
す
る
も
の
と
す
る
。

次
に
定
め
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値

次
に
定
め
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
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こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

曲
げ
材
の
曲
げ
を
受
け
る
軸
に
対
す
る
断
面
二
次
半
（

曲
げ
材
の
曲
げ
を
受
け
る
軸
に
対
す
る
断
面
二
次
半
（

単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

曲
げ
材
の
曲
げ
を
受
け
る
軸
に
直
交
す
る
軸
に
対
す
る

曲
げ
材
の
曲
げ
を
受
け
る
軸
に
直
交
す
る
軸
に
対
す
る

断
面
二
次
半
径
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

断
面
二
次
半
径
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

曲
げ
材
の
曲
げ
を
受
け
る
軸
上
に
お
け
る
断
面
の
重
心

曲
げ
材
の
曲
げ
を
受
け
る
軸
上
に
お
け
る
断
面
の
重
心

と
せ
ん
断
中
心
と
の
間
の
距
離
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

と
せ
ん
断
中
心
と
の
間
の
距
離
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

Ａ

薄
板
軽
量
形
鋼
の
断
面
積
（
単
位

平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

Ａ

薄
板
軽
量
形
鋼
の
断
面
積
（
単
位

平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

曲
げ
を
受
け
る
軸
に
対
す
る
断
面
係
数
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト

曲
げ
を
受
け
る
軸
に
対
す
る
断
面
二
次
モ
ー
メ
ン
ト
（
単
位

ル
の
三
乗
）

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
四
乗
）

Ｅ

ヤ
ン
グ
係
数
（
単
位

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト

Ｅ

ヤ
ン
グ
係
数
（
単
位

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト

ン
）

ン
）

横
座
屈
補
剛
間
隔
（
構
造
用
合
板
等
が
有
効
な
横
補
剛
と
し
て

横
座
屈
補
剛
間
隔
（
構
造
用
合
板
等
が
有
効
な
横
補
剛
と
し
て

圧
縮
側
と
な
る
断
面
に
接
合
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
接
合
に

圧
縮
側
と
な
る
断
面
に
接
合
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
接
合
に

用
い
る
材
料
の
種
類
及
び
接
合
方
法
の
実
況
に
よ
る
数
値
）
（
単
位

用
い
る
材
料
の
種
類
及
び
接
合
方
法
の
実
況
に
よ
る
数
値
）
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

曲
げ
材
の
曲
げ
を
受
け
る
軸
に
直
交
す
る
軸
に
対
す
る
断
面

曲
げ
材
の
曲
げ
を
受
け
る
軸
に
直
交
す
る
軸
に
対
す
る
断
面

二
次
半
径
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

二
次
半
径
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

Ｇ

曲
げ
材
の
せ
ん
断
弾
性
係
数
（
単
位

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に

Ｇ

曲
げ
材
の
せ
ん
断
弾
性
係
数
（
単
位

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

Ｊ

曲
げ
材
の
サ
ン
ブ
ナ
ン
ね
じ
り
定
数
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の

Ｊ

曲
げ
材
の
サ
ン
ブ
ナ
ン
ね
じ
り
定
数
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の

四
乗
）

四
乗
）

曲
げ
材
の
曲
げ
ね
じ
り
定
数
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
六
乗

曲
げ
材
の
曲
げ
ね
じ
り
定
数
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
六
乗

）

）
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ね
じ
れ
に
対
す
る
有
効
座
屈
長
さ
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

ね
じ
れ
に
対
す
る
有
効
座
屈
長
さ
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

ro

ロ
の
表
に
規
定
す
るr

o

（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

r
o

ロ
の
表
に
規
定
す
るr

o

（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）
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（
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版
を
用
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
床
版

又
は
屋
根
版
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版
を
用
い
る
場
合
に
お
け
る

当
該
床
版
又
は
屋
根
版
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通

省
告
示
第
三
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

床
版
又
は
屋
根
版

第
一

床
版
又
は
屋
根
版

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
用
い
る
デ
ッ
キ
プ
レ
ー

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
用
い
る
デ
ッ
キ
プ
レ
ー

ト
版
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
建
築
基

ト
版
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
建
築
基

準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
二
条
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
二
条
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
は
、
第
二
号
ロ
及
び
ホ

よ
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
は
、
第
二
号
ロ
及
び
ホ

並
び
に
第
三
号
（
イ
及
び
ハ

を
除
く
。
）
の
規
定
を
除
き
、
適
用
し
な
い
。

並
び
に
第
三
号
（
イ
及
び
ハ

を
除
く
。
）
の
規
定
を
除
き
、
適
用
し
な
い
。

(1)

(1)

一

（
略
）

一

（
略
）

二

鋼
板
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二

鋼
板
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

鋼
板
の
形
状
及
び
寸
法
が
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

ハ

鋼
板
の
形
状
及
び
寸
法
が
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｇ
三
三
五
二
（
デ
ッ

日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｇ
三
三
五
二
（
デ
ッ

(1)

(1)

キ
プ
レ
ー
ト
）
―
二
〇
〇
三
に
適
合
す
る
形
状
と
す
る
こ
と
。

キ
プ
レ
ー
ト
）
―
二
〇
〇
三
に
適
合
す
る
形
状
と
す
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

(2)

(7)

(2)

(7)

ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）
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（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準

を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技

術
的
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
五

接
合

第
五

接
合

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
接
合
は
、
高
力
ボ

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
接
合
は
、
高
力
ボ

ル
ト
接
合
（
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
高
力
ボ
ル
ト
を
用
い
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

ル
ト
接
合
（
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
高
力
ボ
ル
ト
を
用
い
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

。
）
又
は
リ
ベ
ッ
ト
接
合
（
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
継
手
又
は
仕
口
に

。
）
又
は
リ
ベ
ッ
ト
接
合
（
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
継
手
又
は
仕
口
に

係
る
リ
ベ
ッ
ト
接
合
に
あ
っ
て
は
、
添
板
リ
ベ
ッ
ト
接
合
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

係
る
リ
ベ
ッ
ト
接
合
に
あ
っ
て
は
、
添
板
リ
ベ
ッ
ト
接
合
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
接
合
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
接
合
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
継
手
又
は
仕
口
の
構
造
は
、
そ
の
部
分
の
存

２

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
継
手
又
は
仕
口
の
構
造
は
、
そ
の
部
分
の
存

在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
接
合
方
法

在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
接
合
方
法

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
と
し

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

高
力
ボ
ル
ト
、
ボ
ル
ト
又
は
リ
ベ
ッ
ト
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
ボ
ル
ト

一

高
力
ボ
ル
ト
、
ボ
ル
ト
又
は
リ
ベ
ッ
ト
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
ボ
ル
ト

等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
場
合

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
場
合

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

高
力
ボ
ル
ト
摩
擦
接
合
部
の
摩
擦
面
は
、
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ

ヘ

高
力
ボ
ル
ト
摩
擦
接
合
部
の
摩
擦
面
は
、
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ

Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｒ
六
〇
〇
一
（
研
削
と
い
し
用
研
磨
材
の
粒
度
）
―
一
九

Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｒ
六
〇
〇
一
（
研
削
と
い
し
用
研
磨
材
の
粒
度
）
―
一
九

九
八
の
表
一
に
定
め
る
粒
度
の
種
類
Ｆ
三
十
か
ら
Ｆ
百
五
十
に
適
合
す
る
研

九
八
の
表
一
に
定
め
る
粒
度
の
種
類
Ｆ
三
十
か
ら
Ｆ
百
五
十
に
適
合
す
る
研

磨
材
を
用
い
た
ア
ル
ミ
ナ
グ
リ
ッ
ド
ブ
ラ
ス
ト
処
理
を
施
し
た
摩
擦
面
又
は

磨
材
を
用
い
た
ア
ル
ミ
ナ
グ
リ
ッ
ド
ブ
ラ
ス
ト
処
理
を
施
し
た
摩
擦
面
又
は

こ
れ
と
同
等
以
上
の
す
べ
り
係
数
を
有
す
る
摩
擦
面
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

こ
れ
と
同
等
以
上
の
す
べ
り
係
数
を
有
す
る
摩
擦
面
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
摩
擦
面
の
実
況
に
応
じ
た
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三

い
。
た
だ
し
、
摩
擦
面
の
実
況
に
応
じ
た
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に

号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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（
丸
太
組
構
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を

定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

丸
太
組
構
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術

的
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
四

耐
力
壁
等

第
四

耐
力
壁
等

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

耐
力
壁
内
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
構
造
耐
力
上
有
効
に
だ

十
二

耐
力
壁
内
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
構
造
耐
力
上
有
効
に
だ

ぼ
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
許
容
応
力
度
計
算
に
よ
っ
て
構
造

ぼ
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
許
容
応
力
度
計
算
に
よ
っ
て
構
造

耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
、
か
つ
、
ホ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
、
か
つ
、
ホ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

だ
ぼ
の
材
料
は
、
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｇ
三

イ

だ
ぼ
の
材
料
は
、
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｇ
三

一
一
二
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
用
棒
鋼
）
―
一
九
八
七
に
規
定
す
る
Ｓ
Ｒ
二

一
一
二
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
用
棒
鋼
）
―
一
九
八
七
に
規
定
す
る
Ｓ
Ｒ
二

三
五
若
し
く
は
Ｓ
Ｄ
二
九
五
Ａ
に
適
合
す
る
直
径
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

三
五
若
し
く
は
Ｓ
Ｄ
二
九
五
Ａ
に
適
合
す
る
直
径
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

鋼
材
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
鋼
材
又
は
小
径
が
二
十

鋼
材
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
鋼
材
又
は
小
径
が
二
十

五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
木
材
で
第
二
第
一
号
に
規
定
す
る
樹
種
と
し
、
か

五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
木
材
で
第
二
第
一
号
に
規
定
す
る
樹
種
と
し
、
か

つ
、
節
等
の
耐
力
上
の
欠
点
が
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

つ
、
節
等
の
耐
力
上
の
欠
点
が
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ
～
ホ

（
略
）

ロ
～
ホ

（
略
）

十
三

（
略
）

十
三

（
略
）
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（
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
を
用
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
構
造

方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
を
用
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分

の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
六
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
三

防
錆
措
置
等

第
三

防
錆
措
置
等

一

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
の
主
部
材
及
び
接
合

一

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
の
主
部
材
及
び
接
合

部
材
に
厚
さ
が
二
・
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
鋼
材
（
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
を
除
く

部
材
に
厚
さ
が
二
・
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
鋼
材
（
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
を
除
く

。
）
を
使
用
す
る
場
合
の
当
該
主
部
材
及
び
接
合
部
材
の
表
面
仕
上
げ
は
、
日

。
）
を
使
用
す
る
場
合
の
当
該
主
部
材
及
び
接
合
部
材
の
表
面
仕
上
げ
は
、
日

本
産
業
規
格
Ｇ
三
三
〇
二
（
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八

本
工
業
規
格
Ｇ
三
三
〇
二
（
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八

に
規
定
す
る
め
っ
き
の
付
着
量
表
示
記
号
Ｚ
二
七
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
有
効

に
規
定
す
る
め
っ
き
の
付
着
量
表
示
記
号
Ｚ
二
七
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
有
効

な
さ
び
止
め
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
主
部
材

な
さ
び
止
め
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
主
部
材

及
び
接
合
部
材
を
屋
外
に
面
す
る
部
分
及
び
湿
潤
状
態
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る

及
び
接
合
部
材
を
屋
外
に
面
す
る
部
分
及
び
湿
潤
状
態
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る

部
分
以
外
の
部
分
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

部
分
以
外
の
部
分
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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（
特
定
畜
舎
等
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

特
定
畜
舎
等
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件
（
平
成
十

四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
三

特
定
畜
舎
等
建
築
物
の
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算

第
三

特
定
畜
舎
等
建
築
物
の
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算

令
第
八
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
令
第
八
十
二
条
各
号
及
び
令
第
八
十
二
条

令
第
八
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
令
第
八
十
二
条
各
号
及
び
令
第
八
十
二
条

の
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
計
算
と
同
等
以
上
に
特
定
畜
舎
等
建
築
物
の

の
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
計
算
と
同
等
以
上
に
特
定
畜
舎
等
建
築
物
の

安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
従
っ
た

安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
従
っ
た

構
造
計
算
と
す
る
。

構
造
計
算
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２

積
雪
荷
重
は
、
令
第
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

２

積
雪
荷
重
は
、
令
第
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

屋
根
ふ
き
材
に
日
本
産
業
規
格
Ａ
五
七
〇
一
（
ガ
ラ
ス
繊
維
強
化
ポ
リ
エ
ス
テ
ル

屋
根
ふ
き
材
に
日
本
工
業
規
格
Ａ
五
七
〇
一
（
ガ
ラ
ス
繊
維
強
化
ポ
リ
エ
ス
テ
ル

波
板
）
―
一
九
九
五
に
定
め
る
波
板
を
使
用
す
る
等
屋
根
面
の
断
熱
性
が
低
く
、

波
板
）
―
一
九
九
五
に
定
め
る
波
板
を
使
用
す
る
等
屋
根
面
の
断
熱
性
が
低
く
、

滑
雪
の
妨
げ
の
な
い
構
造
と
し
、
か
つ
、
屋
根
の
勾
配
が
十
一
度
以
上
あ
る
場
合

滑
雪
の
妨
げ
の
な
い
構
造
と
し
、
か
つ
、
屋
根
の
勾
配
が
十
一
度
以
上
あ
る
場
合

こ
う

こ
う

に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）



- 80 -

（
膜
構
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の

件
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

膜
構
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定

め
る
等
の
件
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

適
用
の
範
囲
等

第
一

適
用
の
範
囲
等

こ
の
告
示
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

こ
の
告
示
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

膜
構
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
膜

２

膜
構
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
膜

構
造
の
種
類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

構
造
の
種
類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

骨
組
膜
構
造

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

一

骨
組
膜
構
造

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

膜
面
に
使
用
す
る
骨
組
を
構
成
す
る
鉛
直
部
材
の
脚
部
を
け
た
行
方
向
の

ホ

膜
面
に
使
用
す
る
骨
組
を
構
成
す
る
鉛
直
部
材
の
脚
部
を
け
た
行
方
向
の

み
に
移
動
す
る
滑
節
構
造
と
し
、
屋
根
版
及
び
壁
に
用
い
る
膜
面
を
折
り
た

み
に
移
動
す
る
滑
節
構
造
と
し
、
屋
根
版
及
び
壁
に
用
い
る
膜
面
を
折
り
た

た
む
こ
と
に
よ
り
伸
縮
す
る
構
造
と
す
る
当
該
屋
根
版
及
び
壁
の
部
分
に
あ

た
む
こ
と
に
よ
り
伸
縮
す
る
構
造
と
す
る
当
該
屋
根
版
及
び
壁
の
部
分
に
あ

っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

可
動
式
膜
面
の
部
分
の
直
下
に
あ
る
土
台
に
用
い
る
鋼
材
は
、
日
本
産

可
動
式
膜
面
の
部
分
の
直
下
に
あ
る
土
台
に
用
い
る
鋼
材
は
、
日
本
工

(1)

(1)

業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｅ
一
一
〇
一
（
普
通
レ
ー
ル
及

業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｅ
一
一
〇
一
（
普
通
レ
ー
ル
及

び
分
岐
器
類
用
特
殊
レ
ー
ル
）
―
二
〇
〇
一
若
し
く
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｅ
一
一

び
分
岐
器
類
用
特
殊
レ
ー
ル
）
―
二
〇
〇
一
若
し
く
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｅ
一
一

〇
三
（
軽
レ
ー
ル
）
―
一
九
九
三
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有

〇
三
（
軽
レ
ー
ル
）
―
一
九
九
三
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

・

（
略
）

・

（
略
）

(2)

(3)

(2)

(3)

二

（
略
）

二

（
略
）
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（
テ
ン
ト
倉
庫
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

テ
ン
ト
倉
庫
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件
（
平
成
十

四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
二

膜
面
の
構
造

第
二

膜
面
の
構
造

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
は
、
当
該
膜
面
に
使
用
す
る
膜
材
料

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
は
、
当
該
膜
面
に
使
用
す
る
膜
材
料

等
に
張
力
を
導
入
し
て
有
効
に
平
面
又
は
曲
面
の
形
状
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き

等
に
張
力
を
導
入
し
て
有
効
に
平
面
又
は
曲
面
の
形
状
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
（
袋
状
に
し
た
膜
構
造
用
フ
ィ
ル
ム
の
内
部
の
空
気
圧
を
高
め
る
こ
と
に

る
も
の
（
袋
状
に
し
た
膜
構
造
用
フ
ィ
ル
ム
の
内
部
の
空
気
圧
を
高
め
る
こ
と
に

よ
り
、
当
該
膜
構
造
用
フ
ィ
ル
ム
に
張
力
を
導
入
し
て
平
面
又
は
曲
面
の
形
状
を

よ
り
、
当
該
膜
構
造
用
フ
ィ
ル
ム
に
張
力
を
導
入
し
て
平
面
又
は
曲
面
の
形
状
を

保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。
）
と
し
、
当
該
膜
面
に
変
形
が
生
じ
た

保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。
）
と
し
、
当
該
膜
面
に
変
形
が
生
じ
た

場
合
で
あ
っ
て
も
、
膜
面
を
定
着
さ
せ
る
部
分
以
外
の
部
分
と
接
触
さ
せ
て
は
な

場
合
で
あ
っ
て
も
、
膜
面
を
定
着
さ
せ
る
部
分
以
外
の
部
分
と
接
触
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
に
使
用
す
る
骨
組
は
、
次
に
定
め
る

４

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
に
使
用
す
る
骨
組
は
、
次
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

骨
組
に
用
い
る
鋼
材
は
、
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）

一

骨
組
に
用
い
る
鋼
材
は
、
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）

Ｇ
三
一
〇
一
（
一
般
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
五
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
〇

Ｇ
三
一
〇
一
（
一
般
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
五
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
〇

六
（
溶
接
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
九
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
一
四
（
溶
接

六
（
溶
接
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
九
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
一
四
（
溶
接

構
造
用
耐
候
性
熱
間
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
八
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
三
六
（
建

構
造
用
耐
候
性
熱
間
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
八
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
三
六
（
建

築
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
五
〇
（
一
般
構
造
用

築
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
三
五
〇
（
一
般
構
造
用

軽
量
形
鋼
）
―
一
九
八
七
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
管

軽
量
形
鋼
）
―
一
九
八
七
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
管

）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
四
六
六
（
一
般
構
造
用
角
形
鋼
管
）
―
一
九

）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
四
六
六
（
一
般
構
造
用
角
形
鋼
管
）
―
一
九

八
八
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
一
二
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
用
棒
鋼
）
―
一
九
八
七

八
八
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
一
二
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
用
棒
鋼
）
―
一
九
八
七

若
し
く
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
一
七
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
用
再
生
棒
鋼
）
―
一

若
し
く
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
一
七
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
用
再
生
棒
鋼
）
―
一

九
八
七
の
い
ず
れ
か
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品

九
八
七
の
い
ず
れ
か
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品

質
を
有
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

質
を
有
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

５
～
８

（
略
）

５
～
８

（
略
）
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（
第
一
種
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
発
散
建
築
材
料
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

第
一
種
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
発
散
建
築
材
料
を
定
め
る
件
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

建
築
基
準
法
施
行
令
第
二
十
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
夏
季
に
お
い
て

建
築
基
準
法
施
行
令
第
二
十
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
夏
季
に
お
い
て

そ
の
表
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
毎
時
〇
・
一
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
量
の

そ
の
表
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
毎
時
〇
・
一
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
量
の

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
を
発
散
さ
せ
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
建
築
材

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
を
発
散
さ
せ
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
建
築
材

料
は
、
次
に
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
建
築
物
に
用
い
ら
れ
た
状
態
で
五
年
以
上
経
過

料
は
、
次
に
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
建
築
物
に
用
い
ら
れ
た
状
態
で
五
年
以
上
経
過

し
て
い
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
。

し
て
い
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
建
築
材
料

一

次
に
掲
げ
る
建
築
材
料

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

ミ
デ
ィ
ア
ム
デ
ン
シ
テ
ィ
フ
ァ
イ
バ
ー
ボ
ー
ド
（
日
本
産
業
規
格
（
以
下

ヘ

ミ
デ
ィ
ア
ム
デ
ン
シ
テ
ィ
フ
ァ
イ
バ
ー
ボ
ー
ド
（
日
本
工
業
規
格
（
以
下

「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）

Ａ
五
九
〇
五
（
繊
維
板
）
に
規
定
す
る
ミ
デ
ィ

「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）

Ａ
五
九
〇
五
（
繊
維
板
）
に
規
定
す
る
ミ
デ
ィ

ア
ム
デ
ン
シ
テ
ィ
フ
ァ
イ
バ
ー
ボ
ー
ド
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、

ア
ム
デ
ン
シ
テ
ィ
フ
ァ
イ
バ
ー
ボ
ー
ド
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、

そ
の
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
放
散
量
が
Ｆ
☆
☆
☆
☆
等
級
、
Ｆ
☆
☆
☆
等
級
及

そ
の
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
放
散
量
が
Ｆ
☆
☆
☆
☆
等
級
、
Ｆ
☆
☆
☆
等
級
及

び
Ｆ
☆
☆
等
級
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
。
）

び
Ｆ
☆
☆
等
級
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ト
～
カ

（
略
）

ト
～
カ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）
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（
第
二
種
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
発
散
建
築
材
料
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

第
二
種
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
発
散
建
築
材
料
を
定
め
る
件
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



- 87 -

改

正

後

改

正

前

建
築
基
準
法
施
行
令
第
二
十
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
夏
季
に
お
い
て

建
築
基
準
法
施
行
令
第
二
十
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
夏
季
に
お
い
て

そ
の
表
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
毎
時
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
〇
・
一

そ
の
表
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
毎
時
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
〇
・
一

二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
の
量
の
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
を
発
散
さ
せ
る
も
の
と
し
て
国
土

二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
の
量
の
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
を
発
散
さ
せ
る
も
の
と
し
て
国
土

交
通
大
臣
が
定
め
る
建
築
材
料
は
、
次
に
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
建
築
物
に
用
い
ら

交
通
大
臣
が
定
め
る
建
築
材
料
は
、
次
に
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
建
築
物
に
用
い
ら

れ
た
状
態
で
五
年
以
上
経
過
し
て
い
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
。

れ
た
状
態
で
五
年
以
上
経
過
し
て
い
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
建
築
材
料

一

次
に
掲
げ
る
建
築
材
料

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）

Ａ
五
九
〇
五
（
繊
維

ヘ

日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）

Ａ
五
九
〇
五
（
繊
維

板
）
に
規
定
す
る
ミ
デ
ィ
ア
ム
デ
ン
シ
テ
ィ
フ
ァ
イ
バ
ー
ボ
ー
ド
の
規
格
に

板
）
に
規
定
す
る
ミ
デ
ィ
ア
ム
デ
ン
シ
テ
ィ
フ
ァ
イ
バ
ー
ボ
ー
ド
の
規
格
に

適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
そ
の
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
放
散
量
が
Ｆ
☆
☆
等
級

適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
そ
の
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
放
散
量
が
Ｆ
☆
☆
等
級

の
規
格
に
適
合
す
る
ミ
デ
ィ
ア
ム
デ
ン
シ
テ
ィ
フ
ァ
イ
バ
ー
ボ
ー
ド

の
規
格
に
適
合
す
る
ミ
デ
ィ
ア
ム
デ
ン
シ
テ
ィ
フ
ァ
イ
バ
ー
ボ
ー
ド

ト
・
チ

（
略
）

ト
・
チ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）
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（
第
三
種
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
発
散
建
築
材
料
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

第
三
種
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
発
散
建
築
材
料
を
定
め
る
件
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

建
築
基
準
法
施
行
令
第
二
十
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
夏
季
に
お
い
て

建
築
基
準
法
施
行
令
第
二
十
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
夏
季
に
お
い
て

そ
の
表
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
毎
時
〇
・
〇
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
〇
・

そ
の
表
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
毎
時
〇
・
〇
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
〇
・

〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
の
量
の
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
を
発
散
さ
せ
る
も
の
と
し
て
国

〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
の
量
の
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
を
発
散
さ
せ
る
も
の
と
し
て
国

土
交
通
大
臣
が
定
め
る
建
築
材
料
は
、
次
に
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
建
築
物
に
用
い

土
交
通
大
臣
が
定
め
る
建
築
材
料
は
、
次
に
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
建
築
物
に
用
い

ら
れ
た
状
態
で
五
年
以
上
経
過
し
て
い
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
。

ら
れ
た
状
態
で
五
年
以
上
経
過
し
て
い
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
建
築
材
料

一

次
に
掲
げ
る
建
築
材
料

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）

Ａ
五
九
〇
五
（
繊
維

ヘ

日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）

Ａ
五
九
〇
五
（
繊
維

板
）
に
規
定
す
る
ミ
デ
ィ
ア
ム
デ
ン
シ
テ
ィ
フ
ァ
イ
バ
ー
ボ
ー
ド
の
規
格
に

板
）
に
規
定
す
る
ミ
デ
ィ
ア
ム
デ
ン
シ
テ
ィ
フ
ァ
イ
バ
ー
ボ
ー
ド
の
規
格
に

適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
そ
の
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
放
散
量
が
Ｆ
☆
☆
☆
等

適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
そ
の
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
放
散
量
が
Ｆ
☆
☆
☆
等

級
の
規
格
に
適
合
す
る
ミ
デ
ィ
ア
ム
デ
ン
シ
テ
ィ
フ
ァ
イ
バ
ー
ボ
ー
ド

級
の
規
格
に
適
合
す
る
ミ
デ
ィ
ア
ム
デ
ン
シ
テ
ィ
フ
ァ
イ
バ
ー
ボ
ー
ド

ト
～
ヌ

（
略
）

ト
～
ヌ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）
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（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的

基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
三
十
七
条

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要

な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
四

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
組
積
ユ
ニ
ッ
ト
の
品
質

第
四

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
組
積
ユ
ニ
ッ
ト
の
品
質

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

外
壁
に
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
五
四
〇
六
（
建
築
用

七

外
壁
に
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
五
四
〇
六
（
建
築
用

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
）
―
一
九
九
四
の
透
水
性
試
験
に
よ
り
測
定
さ
れ
た

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
）
―
一
九
九
四
の
透
水
性
試
験
に
よ
り
測
定
さ
れ
た

透
水
性
は
、
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
毎
時
二
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
以
下
と
し
な

透
水
性
は
、
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
毎
時
二
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
以
下
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
防
水
剤
の
塗
布
そ
の
他
の
建
築
物
の
内
部
に
生

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
防
水
剤
の
塗
布
そ
の
他
の
建
築
物
の
内
部
に
生

ず
る
漏
水
を
防
止
す
る
た
め
の
有
効
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

ず
る
漏
水
を
防
止
す
る
た
め
の
有
効
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

な
い
。
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（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
三
十
六
条
の
二
第
五
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
建
築
物
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正

）
第
三
十
八
条

建
築
基
準
法
施
行
令
第
三
十
六
条
の
二
第
五
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
建
築
物
を
定
め
る
件
（

平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と

い
う
。
）
第
三
十
六
条
の
二
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
安
全
性
を
確
か
め
る

い
う
。
）
第
三
十
六
条
の
二
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
安
全
性
を
確
か
め
る

た
め
に
地
震
力
に
よ
っ
て
地
上
部
分
の
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
変
形
を
把
握
す

た
め
に
地
震
力
に
よ
っ
て
地
上
部
分
の
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
変
形
を
把
握
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
構
造
又
は
規
模
を
限
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
構
造
又
は
規
模
を
限
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が

指
定
す
る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四

指
定
す
る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四

百
七
十
四
号
に
規
定
す
る
特
定
畜
舎
等
建
築
物
を
除
く
。
）
と
す
る
。

百
七
十
四
号
に
規
定
す
る
特
定
畜
舎
等
建
築
物
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
、
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び
軒
の
高
さ

一

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
、
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び
軒
の
高
さ

が
九
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
骨
造
の
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま

が
九
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
骨
造
の
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま

で
の
い
ず
れ
か
（
薄
板
軽
量
形
鋼
造
の
建
築
物
及
び
屋
上
を
自
動
車
の
駐
車
そ

で
の
い
ず
れ
か
（
薄
板
軽
量
形
鋼
造
の
建
築
物
及
び
屋
上
を
自
動
車
の
駐
車
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
積
載
荷
重
の
大
き
な
用
途
に
供
す
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は

の
他
こ
れ
に
類
す
る
積
載
荷
重
の
大
き
な
用
途
に
供
す
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は

、
イ
又
は
ハ
）
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の

、
イ
又
は
ハ
）
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の

イ

次
の

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

イ

次
の

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
も
の

(1)

(5)

(1)

(5)

・

（
略
）

・

（
略
）

(1)

(2)

(1)

(2)

令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震
力
に
つ
い
て
標
準
せ
ん
断
力

令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震
力
に
つ
い
て
標
準
せ
ん
断
力

(3)

(3)

係
数
を
〇
・
三
以
上
と
す
る
計
算
を
し
て
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第

係
数
を
〇
・
三
以
上
と
す
る
計
算
を
し
て
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第

三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
し
た
場
合
に
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確

三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
し
た
場
合
に
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確

か
め
ら
れ
た
も
の
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の

か
め
ら
れ
た
も
の
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の

う
ち
冷
間
成
形
に
よ
り
加
工
し
た
角
形
鋼
管
（
厚
さ
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

う
ち
冷
間
成
形
に
よ
り
加
工
し
た
角
形
鋼
管
（
厚
さ
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
柱
に
あ
っ
て
は
、
令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規

上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
柱
に
あ
っ
て
は
、
令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
地
震
力
に
よ
っ
て
当
該
柱
に
生
ず
る
力
の
大
き
さ
の
値
に
そ
の
鋼

定
す
る
地
震
力
に
よ
っ
て
当
該
柱
に
生
ず
る
力
の
大
き
さ
の
値
に
そ
の
鋼

材
の
種
別
並
び
に
柱
及
び
は
り
の
接
合
部
の
構
造
方
法
に
応
じ
て
次
の
表

材
の
種
別
並
び
に
柱
及
び
は
り
の
接
合
部
の
構
造
方
法
に
応
じ
て
次
の
表

に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
係
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
当
該
柱
に
生
ず
る
力

に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
係
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
当
該
柱
に
生
ず
る
力

の
大
き
さ
の
値
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は

の
大
き
さ
の
値
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は

研
究
の
結
果
に
基
づ
き
、
角
形
鋼
管
に
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
急
激
な

研
究
の
結
果
に
基
づ
き
、
角
形
鋼
管
に
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
急
激
な

耐
力
の
低
下
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ

耐
力
の
低
下
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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鋼
材
の
種
別

柱
及
び
は
り
の
接
合
部
の
構
造
方
法

鋼
材
の
種
別

柱
及
び
は
り
の
接
合
部
の
構
造
方
法

(い)

(ろ)

(い)

(ろ)

内
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム
形

欄
に
掲
げ
る
形
式

内
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム
形

欄
に
掲
げ
る
形
式

(い)

(い)

式
（
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム

以
外
の
形
式

式
（
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム

以
外
の
形
式

を
落
と
し
込
む
形
式

を
落
と
し
込
む
形
式

と
し
た
も
の
を
除
く

と
し
た
も
の
を
除
く

。
）

。
）

日
本
産
業
規
格
Ｇ
三

（
略
）

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三

（
略
）

(一)

(一)

四
六
六
（
一
般
構
造

四
六
六
（
一
般
構
造

用
角
形
鋼
管
）
―
二

用
角
形
鋼
管
）
―
二

〇
〇
六
に
適
合
す
る

〇
〇
六
に
適
合
す
る

角
形
鋼
管

角
形
鋼
管

（
略
）

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）

(4)

(5)

(4)

(5)

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）
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（
保
有
水
平
耐
力
計
算
及
び
許
容
応
力
度
等
計
算
の
方
法
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条

保
有
水
平
耐
力
計
算
及
び
許
容
応
力
度
等
計
算
の
方
法
を
定
め
る
件
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示

第
五
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



- 96 -

改

正

後

改

正

前

第
四

保
有
水
平
耐
力
の
計
算
方
法

第
四

保
有
水
平
耐
力
の
計
算
方
法

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
、
は
り
若
し
く
は
壁
又
は
こ
れ
ら
の
接

三

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
、
は
り
若
し
く
は
壁
又
は
こ
れ
ら
の
接

合
部
に
つ
い
て
、
第
一
号
に
お
け
る
架
構
の
崩
壊
状
態
の
確
認
に
当
た
っ
て
は

合
部
に
つ
い
て
、
第
一
号
に
お
け
る
架
構
の
崩
壊
状
態
の
確
認
に
当
た
っ
て
は

、
局
部
座
屈
、
せ
ん
断
破
壊
等
に
よ
る
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
急
激
な
耐
力

、
局
部
座
屈
、
せ
ん
断
破
壊
等
に
よ
る
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
急
激
な
耐
力

の
低
下
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
方

の
低
下
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
方

法
そ
の
他
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
適
切
で
あ
る
こ
と
が
確
か

法
そ
の
他
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
適
切
で
あ
る
こ
と
が
確
か

め
ら
れ
た
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

め
ら
れ
た
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

鉄
骨
造
の
架
構
に
お
い
て
冷
間
成
形
に
よ
り
加
工
し
た
角
形
鋼
管
（
厚
さ

ロ

鉄
骨
造
の
架
構
に
お
い
て
冷
間
成
形
に
よ
り
加
工
し
た
角
形
鋼
管
（
厚
さ

六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
に
お
い
て
単
に
「
角
形
鋼

六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
に
お
い
て
単
に
「
角
形
鋼

管
」
と
い
う
。
）
を
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
に
用
い
る
場
合
に

管
」
と
い
う
。
）
を
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
に
用
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査

あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査

又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
、
角
形
鋼
管
に
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
急
激

又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
、
角
形
鋼
管
に
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
急
激

な
耐
力
の
低
下
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ

な
耐
力
の
低
下
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
角
形
鋼
管
を
用
い
た
柱
が
日
本
産
業

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
角
形
鋼
管
を
用
い
た
柱
が
日
本
工
業

(1)

(1)

規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｇ
三
四
六
六
（
一
般
構
造
用
角
形

規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｇ
三
四
六
六
（
一
般
構
造
用
角
形

鋼
管
）
―
二
〇
〇
六
に
適
合
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
構
造
耐
力
上
主
要

鋼
管
）
―
二
〇
〇
六
に
適
合
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
構
造
耐
力
上
主
要

な
部
分
で
あ
る
柱
及
び
は
り
の
接
合
部
（
最
上
階
の
柱
の
柱
頭
部
及
び
一

な
部
分
で
あ
る
柱
及
び
は
り
の
接
合
部
（
最
上
階
の
柱
の
柱
頭
部
及
び
一

階
の
柱
の
脚
部
で
あ
る
接
合
部
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十
五
年

階
の
柱
の
脚
部
で
あ
る
接
合
部
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十
五
年

建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
一
号
第
二
第
三
号
イ
に
適
合
す
る
こ
と
を
確

建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
一
号
第
二
第
三
号
イ
に
適
合
す
る
こ
と
を
確

か
め
る
ほ
か
、
当
該
柱
が
一
階
の
柱
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
震
時

か
め
る
ほ
か
、
当
該
柱
が
一
階
の
柱
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
震
時

に
柱
の
脚
部
に
生
ず
る
力
に
一
・
四
（
柱
及
び
は
り
の
接
合
部
の
構
造
方

に
柱
の
脚
部
に
生
ず
る
力
に
一
・
四
（
柱
及
び
は
り
の
接
合
部
の
構
造
方

法
を
内
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム
形
式
（
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム
を
落
と
し
込
む
形
式
と
し

法
を
内
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム
形
式
（
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム
を
落
と
し
込
む
形
式
と
し

た
も
の
を
除
く
。
）
と
し
た
場
合
は
一
・
三
）
以
上
の
数
値
を
乗
じ
て
令

た
も
の
を
除
く
。
）
と
し
た
場
合
は
一
・
三
）
以
上
の
数
値
を
乗
じ
て
令

第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
し
て
当

第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
し
て
当
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該
建
築
物
が
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

該
建
築
物
が
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

(2)

(2)

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）
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（
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
を
用
い
る
場
合
に
お
け

る
当
該
床
版
又
は
屋
根
版
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
四
十
条

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
を
用
い
る
場
合

に
お
け
る
当
該
床
版
又
は
屋
根
版
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
九
年

国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
二

床
版
又
は
屋
根
版

第
二

床
版
又
は
屋
根
版

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
用
い
る
軽
量
気
泡
コ
ン

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
用
い
る
軽
量
気
泡
コ
ン

ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
に
用
い
る
補
強
材
は
鉄
筋
と
し
、
軽
量
気

三

軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
に
用
い
る
補
強
材
は
鉄
筋
と
し
、
軽
量
気

泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
の
主
筋
（
支
点
間
の
距
離
の
方
向
に
配
置
す
る
鉄
筋

泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
の
主
筋
（
支
点
間
の
距
離
の
方
向
に
配
置
す
る
鉄
筋

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
床
版
に
あ
っ
て
は
パ
ネ
ル
の
幅
六
十
一
セ
ン
チ

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
床
版
に
あ
っ
て
は
パ
ネ
ル
の
幅
六
十
一
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
に
つ
き
圧
縮
側
に
二
本
以
上
及
び
引
張
り
側
に
三
本
以
上
を
、
屋
根

メ
ー
ト
ル
に
つ
き
圧
縮
側
に
二
本
以
上
及
び
引
張
り
側
に
三
本
以
上
を
、
屋
根

版
に
あ
っ
て
は
パ
ネ
ル
の
幅
六
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
本
以
上
を
、

版
に
あ
っ
て
は
パ
ネ
ル
の
幅
六
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
本
以
上
を
、

そ
れ
ぞ
れ
釣
合
い
良
く
配
置
す
る
も
の
と
し
、
横
筋
（
主
筋
と
直
交
方
向
に
配

そ
れ
ぞ
れ
釣
合
い
良
く
配
置
す
る
も
の
と
し
、
横
筋
（
主
筋
と
直
交
方
向
に
配

置
す
る
鉄
筋
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
溶
接
に
よ
り
接
合
し
な
け
れ
ば
な
ら

置
す
る
鉄
筋
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
溶
接
に
よ
り
接
合
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
五
四
一
六
（
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ

な
い
。
た
だ
し
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
五
四
一
六
（
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ

ネ
ル
）
―
一
九
九
七
に
規
定
さ
れ
た
曲
げ
試
験
に
よ
っ
て
、
軽
量
気
泡
コ
ン
ク

ネ
ル
）
―
一
九
九
七
に
規
定
さ
れ
た
曲
げ
試
験
に
よ
っ
て
、
軽
量
気
泡
コ
ン
ク

リ
ー
ト
パ
ネ
ル
の
曲
げ
に
対
す
る
性
能
が
当
該
主
筋
及
び
横
筋
を
配
置
し
た
場

リ
ー
ト
パ
ネ
ル
の
曲
げ
に
対
す
る
性
能
が
当
該
主
筋
及
び
横
筋
を
配
置
し
た
場

合
と
同
等
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り

合
と
同
等
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

で
な
い
。

四

（
略
）

四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
小
荷
物
専
用
昇
降
機
の
昇
降
路
外
の
人
又
は
物
が
か
ご
又
は
釣
合
お
も
り
に
触
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
壁
又
は
囲
い

及
び
出
し
入
れ
口
の
戸
の
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
四
十
一
条

小
荷
物
専
用
昇
降
機
の
昇
降
路
外
の
人
又
は
物
が
か
ご
又
は
釣
合
お
も
り
に
触
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
壁

又
は
囲
い
及
び
出
し
入
れ
口
の
戸
の
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
四
百
四
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
九
条
の
十
三
第
一
号
に
規
定
す
る
小
荷
物
専
用
昇

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
九
条
の
十
三
第
一
号
に
規
定
す
る
小
荷
物
専
用
昇

降
機
の
昇
降
路
外
の
人
又
は
物
が
か
ご
又
は
釣
合
お
も
り
に
触
れ
る
お
そ
れ
の
な
い

降
機
の
昇
降
路
外
の
人
又
は
物
が
か
ご
又
は
釣
合
お
も
り
に
触
れ
る
お
そ
れ
の
な
い

壁
又
は
囲
い
及
び
出
し
入
れ
口
の
戸
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

壁
又
は
囲
い
及
び
出
し
入
れ
口
の
戸
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

昇
降
路
の
壁
又
は
囲
い
及
び
出
し
入
れ
口
の
戸
の
全
部
又
は
一
部
（
構
造
上

三

昇
降
路
の
壁
又
は
囲
い
及
び
出
し
入
れ
口
の
戸
の
全
部
又
は
一
部
（
構
造
上

軽
微
な
部
分
を
除
く
。
）
に
使
用
す
る
ガ
ラ
ス
は
、
合
わ
せ
ガ
ラ
ス
（
日
本
産

軽
微
な
部
分
を
除
く
。
）
に
使
用
す
る
ガ
ラ
ス
は
、
合
わ
せ
ガ
ラ
ス
（
日
本
工

業
規
格
Ｒ
三
二
〇
五
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の

業
規
格
Ｒ
三
二
〇
五
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の

飛
散
防
止
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

飛
散
防
止
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）
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（
昇
降
路
外
の
人
又
は
物
が
か
ご
又
は
釣
合
お
も
り
に
触
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
壁
又
は
囲
い
及
び
出
入
口
の
戸
の
基

準
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
四
十
二
条

昇
降
路
外
の
人
又
は
物
が
か
ご
又
は
釣
合
お
も
り
に
触
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
壁
又
は
囲
い
及
び
出
入
口

の
戸
の
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
四
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
九
条
の
七
第
一
号
に
規
定
す
る
昇
降
路
外
の
人
又

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
九
条
の
七
第
一
号
に
規
定
す
る
昇
降
路
外
の
人
又

は
物
が
か
ご
又
は
釣
合
お
も
り
に
触
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
壁
又
は
囲
い
及
び
出
入
口

は
物
が
か
ご
又
は
釣
合
お
も
り
に
触
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
壁
又
は
囲
い
及
び
出
入
口

の
戸
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

の
戸
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

昇
降
路
の
壁
又
は
囲
い
及
び
出
入
口
の
戸
の
全
部
又
は
一
部
（
構
造
上
軽
微

三

昇
降
路
の
壁
又
は
囲
い
及
び
出
入
口
の
戸
の
全
部
又
は
一
部
（
構
造
上
軽
微

な
部
分
を
除
く
。
）
に
使
用
す
る
ガ
ラ
ス
は
、
合
わ
せ
ガ
ラ
ス
（
日
本
産
業
規

な
部
分
を
除
く
。
）
に
使
用
す
る
ガ
ラ
ス
は
、
合
わ
せ
ガ
ラ
ス
（
日
本
工
業
規

格
Ｒ
三
二
〇
五
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
飛
散

格
Ｒ
三
二
〇
五
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
飛
散

防
止
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
（

防
止
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
（

床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分
に
限
る
。
）
に
使
用
す

床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分
に
限
る
。
）
に
使
用
す

る
ガ
ラ
ス
に
あ
っ
て
は
、
厚
さ
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
二
十
セ
ン
チ
メ
ー

る
ガ
ラ
ス
に
あ
っ
て
は
、
厚
さ
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
二
十
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
以
下
の
網
入
ガ
ラ
ス
（
日
本
産
業
規
格
Ｒ
三
二
〇
四
に
適
合
す
る
網
入
板

ト
ル
以
下
の
網
入
ガ
ラ
ス
（
日
本
工
業
規
格
Ｒ
三
二
〇
四
に
適
合
す
る
網
入
板

ガ
ラ
ス
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
遮
炎
性
能
を
有
す
る
も
の
と
す

ガ
ラ
ス
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
遮
炎
性
能
を
有
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

四
～
十
一

（
略
）

四
～
十
一

（
略
）
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（
か
ご
内
の
人
又
は
物
に
よ
る
衝
撃
に
対
し
て
安
全
な
か
ご
の
各
部
の
構
造
方
法
及
び
か
ご
内
の
人
又
は
物
が
か
ご

外
の
物
に
触
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
か
ご
の
壁
又
は
囲
い
及
び
出
入
口
の
戸
の
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
四
十
三
条

か
ご
内
の
人
又
は
物
に
よ
る
衝
撃
に
対
し
て
安
全
な
か
ご
の
各
部
の
構
造
方
法
及
び
か
ご
内
の
人
又
は

物
が
か
ご
外
の
物
に
触
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
か
ご
の
壁
又
は
囲
い
及
び
出
入
口
の
戸
の
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二

十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
四
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
九
条
の
六
第
一

第
一

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
九
条
の
六
第
一

項
第
一
号
に
規
定
す
る
か
ご
内
の
人
又
は
物
に
よ
る
衝
撃
に
対
し
て
安
全
な
か
ご

項
第
一
号
に
規
定
す
る
か
ご
内
の
人
又
は
物
に
よ
る
衝
撃
に
対
し
て
安
全
な
か
ご

の
各
部
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

の
各
部
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

か
ご
の
壁
又
は
囲
い
、
床
、
天
井
及
び
出
入
口
の
戸
の
全
部
又
は
一
部
（
構

五

か
ご
の
壁
又
は
囲
い
、
床
、
天
井
及
び
出
入
口
の
戸
の
全
部
又
は
一
部
（
構

造
上
軽
微
な
部
分
を
除
く
。
）
に
使
用
す
る
ガ
ラ
ス
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
適

造
上
軽
微
な
部
分
を
除
く
。
）
に
使
用
す
る
ガ
ラ
ス
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
適

合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

合
わ
せ
ガ
ラ
ス
（
日
本
産
業
規
格
Ｒ
三
二
〇
五
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る

イ

合
わ
せ
ガ
ラ
ス
（
日
本
工
業
規
格
Ｒ
三
二
〇
五
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る

。
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
飛
散
防
止
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
飛
散
防
止
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。
た
だ
し
、
か
ご
の
出
入
口
の
戸
（
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
一
メ
ー
ト
ル

。
た
だ
し
、
か
ご
の
出
入
口
の
戸
（
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
一
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
部
分
に
限
る
。
）
に
使
用
す
る
ガ
ラ
ス
に
あ
っ
て
は
、
厚
さ
六
ミ

を
超
え
る
部
分
に
限
る
。
）
に
使
用
す
る
ガ
ラ
ス
に
あ
っ
て
は
、
厚
さ
六
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
網
入
ガ
ラ
ス
（
日
本

リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
網
入
ガ
ラ
ス
（
日
本

産
業
規
格
Ｒ
三
二
〇
四
に
適
合
す
る
網
入
板
ガ
ラ
ス
に
限
る
。
）
と
す
る
こ

工
業
規
格
Ｒ
三
二
〇
四
に
適
合
す
る
網
入
板
ガ
ラ
ス
に
限
る
。
）
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

六
～
九

（
略
）

六
～
九

（
略
）
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（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
駆
動
装
置
及
び
制
御
器
が
地
震
そ
の
他
の
震
動
に
よ
っ
て
転
倒
し
又
は
移
動
す
る
お
そ
れ
が
な

い
方
法
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
四
十
四
条

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
駆
動
装
置
及
び
制
御
器
が
地
震
そ
の
他
の
震
動
に
よ
っ
て
転
倒
し
又
は
移
動
す
る
お

そ
れ
が
な
い
方
法
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
九
条
の
八
第
一
項
に

規
定
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
駆
動
装
置
及
び
制
御
器
（
以
下
「
駆
動
装
置
等
」
と
い

規
定
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
駆
動
装
置
及
び
制
御
器
（
以
下
「
駆
動
装
置
等
」
と
い

う
。
）
が
地
震
そ
の
他
の
震
動
に
よ
っ
て
転
倒
し
又
は
移
動
す
る
お
そ
れ
が
な
い
方

う
。
）
が
地
震
そ
の
他
の
震
動
に
よ
っ
て
転
倒
し
又
は
移
動
す
る
お
そ
れ
が
な
い
方

法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

支
持
台
及
び
形
鋼
等
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
材
料
を

四

支
持
台
及
び
形
鋼
等
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
材
料
を

用
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

用
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
に
規
定
す
る
Ｓ
Ｓ
三
三
〇
、
Ｓ
Ｓ
四
〇
〇
、

イ

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
に
規
定
す
る
Ｓ
Ｓ
三
三
〇
、
Ｓ
Ｓ
四
〇
〇
、

Ｓ
Ｓ
四
九
〇
若
し
く
は
Ｓ
Ｓ
五
四
〇
に
適
合
す
る
鋼
材
又
は
こ
れ
と
同
等
以

Ｓ
Ｓ
四
九
〇
若
し
く
は
Ｓ
Ｓ
五
四
〇
に
適
合
す
る
鋼
材
又
は
こ
れ
と
同
等
以

上
の
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

上
の
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

日
本
産
業
規
格
Ｇ
五
五
〇
一
に
規
定
す
る
Ｆ
Ｃ
二
五
〇
、
Ｆ
Ｃ
三
〇
〇
若

ロ

日
本
工
業
規
格
Ｇ
五
五
〇
一
に
規
定
す
る
Ｆ
Ｃ
二
五
〇
、
Ｆ
Ｃ
三
〇
〇
若

し
く
は
Ｆ
Ｃ
三
五
〇
に
適
合
す
る
鋳
鉄
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有

し
く
は
Ｆ
Ｃ
三
五
〇
に
適
合
す
る
鋳
鉄
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

（
略
）

五

（
略
）
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（
特
定
天
井
及
び
特
定
天
井
の
構
造
耐
力
上
安
全
な
構
造
方
法
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
四
十
五
条

特
定
天
井
及
び
特
定
天
井
の
構
造
耐
力
上
安
全
な
構
造
方
法
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通

省
告
示
第
七
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
三

特
定
天
井
の
構
造
方
法
は
、
次
の
各
項
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
も
の
と
す
る

第
三

特
定
天
井
の
構
造
方
法
は
、
次
の
各
項
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
も
の
と
す
る

。

。

２

特
定
天
井
の
構
造
方
法

２

特
定
天
井
の
構
造
方
法

次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

吊
り
材
に
は
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ａ
六
五
一
七

四

吊
り
材
に
は
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ａ
六
五
一
七

つ

つ

（
建
築
用
鋼
製
下
地
（
壁
・
天
井
）
）
―
二
〇
一
〇
に
定
め
る
つ
り
ボ
ル
ト
の

（
建
築
用
鋼
製
下
地
（
壁
・
天
井
）
）
―
二
〇
一
〇
に
定
め
る
つ
り
ボ
ル
ト
の

規
定
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
引
張
強
度
を
有
す
る
も
の
を

規
定
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
引
張
強
度
を
有
す
る
も
の
を

用
い
る
こ
と
。

用
い
る
こ
と
。

五
～
十
一

（
略
）

五
～
十
一

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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（
地
震
そ
の
他
の
震
動
に
よ
っ
て
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
が
脱
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
方
法
を
定
め
る
件
の
一
部
改

正
）

第
四
十
六
条

地
震
そ
の
他
の
震
動
に
よ
っ
て
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
が
脱
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
方
法
を
定
め
る
件

（
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
三

ト
ラ
ス
等
強
度
検
証
法
は
、
衝
突
後
の
ト
ラ
ス
等
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
構

第
三

ト
ラ
ス
等
強
度
検
証
法
は
、
衝
突
後
の
ト
ラ
ス
等
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
構

造
の
種
別
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も

造
の
種
別
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
残
存
応
力
度
を
次
の
表
に
掲
げ

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
残
存
応
力
度
を
次
の
表
に
掲
げ

る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
、
当
該
残
存
応
力
度
が
ト
ラ
ス
等
の
常
時
の
応
力
度
（
令

る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
、
当
該
残
存
応
力
度
が
ト
ラ
ス
等
の
常
時
の
応
力
度
（
令

第
百
二
十
九
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
令
第
百
二
十
九

第
百
二
十
九
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
令
第
百
二
十
九

条
の
四
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
を
い
う
。
）
を
超
え
る

条
の
四
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
を
い
う
。
）
を
超
え
る

こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
と
す
る
。

こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
と
す
る
。

一

ト
ラ
ス

ト
ラ
ス
に
用
い
る
鋼
材
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
に
規
定

一

ト
ラ
ス

ト
ラ
ス
に
用
い
る
鋼
材
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
に
規
定

す
る
Ｓ
Ｓ
四
〇
〇
に
適
合
す
る
鋼
材
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る

す
る
Ｓ
Ｓ
四
〇
〇
に
適
合
す
る
鋼
材
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る

も
の
（
上
弦
材
及
び
下
弦
材
に
用
い
る
鋼
材
に
あ
っ
て
は
、
山
形
鋼
で
、
か
つ

も
の
（
上
弦
材
及
び
下
弦
材
に
用
い
る
鋼
材
に
あ
っ
て
は
、
山
形
鋼
で
、
か
つ

、
有
効
細
長
比
が
百
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
こ
と
。

、
有
効
細
長
比
が
百
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
こ
と
。

二

は
り

は
り
に
用
い
る
鋼
材
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
に
規
定
す
る

二

は
り

は
り
に
用
い
る
鋼
材
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
に
規
定
す
る

Ｓ
Ｓ
四
〇
〇
に
適
合
す
る
鋼
材
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
も
の

Ｓ
Ｓ
四
〇
〇
に
適
合
す
る
鋼
材
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
も
の

（
構
造
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
鋼
材
に
あ
っ
て
は
、
Ｈ
形
鋼
で
、
か
つ
、
有

（
構
造
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
鋼
材
に
あ
っ
て
は
、
Ｈ
形
鋼
で
、
か
つ
、
有

効
細
長
比
が
百
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
こ
と
。

効
細
長
比
が
百
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
こ
と
。

（
表

略
）

（
表

略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
申
請
者
が
工
場
等
に
お
い
て
行
う
試
験
に
立
ち
会
い
、
又
は
工
場
等
に
お
け
る
指
定
建
築
材
料
の
製
造
、
検
査
若

し
く
は
品
質
管
理
を
実
地
に
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
及
び
そ
の
費
用
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
四
十
七
条

申
請
者
が
工
場
等
に
お
い
て
行
う
試
験
に
立
ち
会
い
、
又
は
工
場
等
に
お
け
る
指
定
建
築
材
料
の
製
造

、
検
査
若
し
く
は
品
質
管
理
を
実
地
に
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
及
び
そ
の
費
用
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
七
年

国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
二
の
三

第
一

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
二
の
三

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
及
び
費
用
は
、
次
の
表

欄
に
掲
げ
る
審
査
に

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
及
び
費
用
は
、
次
の
表

欄
に
掲
げ
る
審
査
に

(い)

(い)

当
た
っ
て
行
う
実
地
確
認
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

欄
に
掲
げ
る
場

当
た
っ
て
行
う
実
地
確
認
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

欄
に
掲
げ
る
場

(ろ)

(ろ)

合
及
び
同
表

欄
に
掲
げ
る
費
用
と
す
る
。

合
及
び
同
表

欄
に
掲
げ
る
費
用
と
す
る
。

(は)

(は)

(い)

(ろ)

(は)

(い)

(ろ)

(は)

（
略
）

（
略
）

㈡

重
点
確
認

指
定
建
築
材
料
に
つ
い
て
認
定
を
受
け

四
十
六
万
円
（

㈡

重
点
確
認

指
定
建
築
材
料
に
つ
い
て
認
定
を
受
け

四
十
六
万
円
（

対
象
者
以

よ
う
と
す
る
場
合
（
次
に
該
当
す
る
場

製
造
の
主
要
な

対
象
者
以

よ
う
と
す
る
場
合
（
次
に
該
当
す
る
場

製
造
の
主
要
な

外
の
者
の

合
を
除
く
。
）

工
程
が
二
以
上

外
の
者
の

合
を
除
く
。
）

工
程
が
二
以
上

申
請
に
係

一

（
略
）

の
工
場
等
に
お

申
請
に
係

一

（
略
）

の
工
場
等
に
お

る
工
場
等

二

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
認
証

い
て
行
わ
れ
る

る
工
場
等

二

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
認
証

い
て
行
わ
れ
る

に
お
け
る

を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

場
合
に
あ
っ
て

に
お
け
る

を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

場
合
に
あ
っ
て

製
造
、
検

認
証
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書

は
、
四
十
六
万

製
造
、
検

認
証
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書

は
、
四
十
六
万

査
（
製
品

類
及
び
当
該
認
証
の
申
請
書
の
添

円
に
当
該
工
場

査
（
製
品

類
及
び
当
該
認
証
の
申
請
書
の
添

円
に
当
該
工
場

の
品
質
検

付
書
類
に
よ
っ
て
、
平
成
十
二
年

等
の
件
数
か
ら

の
品
質
検

付
書
類
に
よ
っ
て
、
平
成
十
二
年

等
の
件
数
か
ら

査
を
除
く

建
設
省
告
示
第
千
四
百
四
十
六
号

一
を
減
じ
た
数

査
を
除
く

建
設
省
告
示
第
千
四
百
四
十
六
号

一
を
減
じ
た
数

。
）
及
び

第
三
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号

を
乗
じ
た
額
を

。
）
及
び

第
三
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号

を
乗
じ
た
額
を

品
質
管
理

ま
で
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す

加
算
し
た
額
）

品
質
管
理

ま
で
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す

加
算
し
た
額
）

の
実
地
確

る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合

の
実
地
確

る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合

認

イ

（
略
）

認

イ

（
略
）

ロ

指
定
建
築
材
料
の
生
産
に
つ

ロ

指
定
建
築
材
料
の
生
産
に
つ

い
て
の
産
業
標
準
化
法
（
昭
和

い
て
の
工
業
標
準
化
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号

）
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す

）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
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る
認
証
（
認
定
を
受
け
よ
う
と

る
認
証
（
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
指
定
建
築
材
料
の
技
術
的

す
る
指
定
建
築
材
料
の
技
術
的

生
産
条
件
が
、
当
該
認
証
に
係

生
産
条
件
が
、
当
該
認
証
に
係

る
指
定
建
築
材
料
の
技
術
的
生

る
指
定
建
築
材
料
の
技
術
的
生

産
条
件
と
同
等
で
あ
る
こ
と
が

産
条
件
と
同
等
で
あ
る
こ
と
が

確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
限
る
。

確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
限
る
。

）

）

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
登
録
特
定
建
築
物
調
査
員
講
習
、
登
録
建
築
設
備
検
査
員
講
習
、
登
録
防
火
設
備
検
査
員
講
習
及
び
登
録
昇
降
機

等
検
査
員
講
習
に
用
い
る
教
材
の
内
容
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
四
十
八
条

登
録
特
定
建
築
物
調
査
員
講
習
、
登
録
建
築
設
備
検
査
員
講
習
、
登
録
防
火
設
備
検
査
員
講
習
及
び
登

録
昇
降
機
等
検
査
員
講
習
に
用
い
る
教
材
の
内
容
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十

八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
四

登
録
昇
降
機
等
検
査
員
講
習
に
用
い
る
教
材
の
内
容
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲

第
四

登
録
昇
降
機
等
検
査
員
講
習
に
用
い
る
教
材
の
内
容
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
科
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る

げ
る
科
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る

こ
と
。

こ
と
。

科
目

内
容

科
目

内
容

（
略
）

（
略
）

昇
降
機
・
遊
戯
施
設
の
検
査

昇
降
機
及
び
遊
戯
施
設
の
定
期
検
査
の
趣
旨

昇
降
機
・
遊
戯
施
設
の
検
査

昇
降
機
及
び
遊
戯
施
設
の
定
期
検
査
の
趣
旨

標
準

、
業
務
内
容
、
報
告
書
作
成
方
法
、
日
本
産

標
準

、
業
務
内
容
、
報
告
書
作
成
方
法
、
日
本
工

業
規
格
に
定
め
る
昇
降
機
及
び
遊
戯
施
設
の

業
規
格
に
定
め
る
昇
降
機
及
び
遊
戯
施
設
の

検
査
標
準
（
実
施
要
領
及
び
判
定
基
準
を
含

検
査
標
準
（
実
施
要
領
及
び
判
定
基
準
を
含

む
。
）
そ
の
他
の
昇
降
機
定
期
検
査
実
務
全

む
。
）
そ
の
他
の
昇
降
機
定
期
検
査
実
務
全

般
に
わ
た
る
知
識
に
関
す
る
事
項

般
に
わ
た
る
知
識
に
関
す
る
事
項
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附

則

こ
の
告
示
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。


